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律
令
良
賎
制
下
の
奴
婚
の
存
在
形
態

ー
大
宅
朝
臣
可
是
麻
呂
の
貢
進
奴
贈
を
中
心
に
｜

は
じ
め
に

律
令
良
賊
制
度
に
お
け
る
「
賎
」
と
は
、
陵
戸
・
官
戸
・
公
奴
縛
と
い
う
「
公
」

に
隷
従
す
る
身
分
と
、
家
人
・
私
奴
規
と
い
う
「
私
」
に
隷
従
す
る
身
分
の
総
称

で
あ
り
、

「
良
」
と
は
区
別
さ
れ
た
身
分
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

「賎
」
が
ど
の
よ

う
に
管
理

・
支
配
さ
れ
て
い
た
か
を
考
え
る
こ
と
を
通
じ
て
、
律
令
国
家
の
良
賎

の
身
分
支
配
の
実
態
を
考
え
て
い
き
た
い
。

「
良
」
と
「
賎
」
は
ど
れ
ほ
ど
厳
密
に
区
別
さ
れ
た
存
在
だ
っ
た
の
か
。
そ
の

境
界
は
ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
、
身
分
区
分
が
変
わ
る
こ
と
は
ど
の
程
度
可
能
だ

っ
た
の
か
。
ま
た
、

「
賊
」
は
ど
の
よ
う
に
支
配
・
管
理
さ
れ
て
い
た
の
か
。

八
世
紀
、

「
賎
」
へ
の
厳
し
い
管
理
が
な
さ
れ
る

一
方
で
、
す
で
に
律
令
良
賎

制
は
動
揺
を
見
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
が
事
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
動
揺
は
、
何
が
原
因
で
、
ど
の

よ
う
な
形
で
あ
ら
わ
れ
て
い
た
の
か
。
こ
の
論
文
で
は
、
そ
う
い

っ
た
律
令
良
賎

制
度
の
実
態
を
考
え
て
い
き
た
い
。

倉

道

子

こ
こ
で
、
律
令
良
賎
制
度
の
全
体
像
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

良
賎
法
の
始
ま
り
は

『日
本
書
紀
』
大
化
元
年
（
六
四
五）

八
月
条
に
み
え
る
男
女

の
法
と
考
え
ら
れ
る
。

又
男
女
之
法
者
、
良
男
良
女
共
所
レ
生
子
、
配
ニ
其
父
一。

若
良
男
、
要
レ
蝉
所

レ
生
子
、
配
ニ
其
母
一。

若
寺
家
仕
丁
之
子
者
、
如
ニ
良
人
法
－。

若
別
入
ニ
奴

鱒
一者
、
如
－一奴
蝉
法
一
。
今
魁
見
＝一
人
為
＝
制
之
始
一。

こ
の
法
は
、
良
と
奴
鱒
と
の
聞
に
生
ま
れ
た
子
供
の
配
属
を
示
し
た
も
の
で
あ

り
、
良
の
男
女
か
ら
生
ま
れ
た
子
供
は
そ
の
父
に
、
良
の
男
と
蝉
の
聞
に
生
ま
れ

た
子
供
は
そ
の
母
に
、
良
の
女
が
奴
に
嫁
い
で
生
ま
れ
た
子
供
は
そ
の
父
に
、
奴

縛
の
聞
に
生
ま
れ
た
子
供
は
そ
の
母
に
配
属
す
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
法
か
ら
、
こ
の
頃
に
は
良
と
奴
鱒
と
の
通
婚
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
賎

民
と
い
う
区
分
は
ま
だ
完
成
し
て
お
ら
ず
、
良
と
奴
熔
の
区
別
の
み
が
あ
っ
た
こ

と
が
窺
え
る
。

こ
の
後
、
品
部
・
部
曲
の
廃
止
が
定
め
ら
れ
、
徐
々
に
豪
族
の
私
有
民
は
解
放

さ
れ
て
い
く
。
そ
の
な
か
で
、

一
部
の
隷
従
民
が
奴
糾
と
し
て
残
り
、
国
家
的
制
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度
と
し
て
の
賎
民
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
六
七
O
年
に
は
庚
午
年

籍
が
作
ら
れ
る
が
、
奴
鱒
等
の
身
分
が
こ
の
戸
籍
に
明
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示

す
史
料
は
な
く
、
良
賎
の
区
分
が
定
め
ら
れ
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。

六
七
六
年
二
月、

「
甲
子
年
諸
氏
被
レ
給
部
曲
者
、
自
レ
今
以
後
、
皆
徐
之
。」

と
部
曲
の
廃
止
が
命
じ
ら
れ
た
の
を
最
後
に
、
同
内
容
の
命
令
は
な
い
こ
と
か
ら
、

こ
の
法
を
以
て
、
奴
縛
を
除
く
私
有
民
の
解
放
が
完
了
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
奴

縛
を
除
く
人
民
は
皆
、
公
民
と
な
り
、
公
民
｜
奴
牌
と
い
う
身
分
構
成
が
成
立
し

た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
六
九
O
年
に
作
ら
れ
た
庚
寅
年
絡
で
は
、
奴
鉾
の
所
有
閑

係
も
明
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

最
終
的
な
律
令
良
賎
制
度
の
確
立
は
、
七

O
一
年
の
大
宝
律
令
に
よ
っ
て
な
さ

れ
る
。
戸
令
の
当
色
為
婚
僚
で
は
「
凡
陵
戸
、
官
戸
、
家
人
、
公
私
奴
鱒
、
皆
当

色
為
レ
婚
。
」
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
陵
戸
・
官
戸

・
家
人

・
公
・
私
奴
規
の
五
色

に
分
け
ら
れ
た
賎
身
分
の
結
婚
が
、
当
色
聞
の
み
に
制
限
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
賎
民
の
身
分
を
世
襲
さ
せ
る
制
度
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
田
令
の
官
戸
奴
鱒
僚
で
は
、
官
戸
は
良
と
同
等
の
口
分
田
が
与
え
ら
れ
、

家
人

・
私
奴
縛
は
良
民
の
口
分
田
の
三
分
の

一
の
口
分
田
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
戸
令
の
戸
主
僚
か
ら
、
家
人
と
奴
熔
は
無
税
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
良
民
と
賎
民
を
明
磁
に
区
別
し
た
法
律
が
成

立
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
始
ま
っ
た
律
令
良
賎
制
だ
が
、
良
賎
間
の
子
供
は
生
ま
れ
続
け
た
ら

し
く
、
課
口
の
減
少
を
憂
え
た
政
府
は
、
七
八
九
年
、
良
股
間
の
子
供
は
全
員
良

民
と
し
、
謀
役
を
負
わ
せ
る
こ
と
を
定
め
る
。
こ
の
こ
と
は

『続
日
本
紀
』
延
暦

八
年
五
月
条
に
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
法
を
境
に
律
令
良
賎
制
は
衰
退
に
向
か
い
、

最
終
的
に
は
九
O
七
年
の
延
喜
絡
に
よ
っ
て
奴
脱
が
廃
止
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
良

賎
制
度
は
八
世
紀
を
主
と
し
て
展
開
し
た
制
度
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
良
賎
制
度
の
成
立
か
ら
衰
退
の
過
程
を
確
認
し
た
が
、

そ
の
実
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
良
賎
を
区
別
す
る
制
度

の
厳
密
性
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

ま
た
、
良
の
賎
に
対
す
る
意
識
上
の
差
別
も
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
制
度
上

の
区
別
だ
け
で
な
く
、
人
々
の
意
識
の
な
か
で
、
良
賊
は
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ

て
い
た
の
か
。
そ
う
い
っ
た
、
賎
民
に
対
す
る
意
識
は
、
ど
の
よ
う
に
管
理
制
度

に
影
響
を
与
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

律
令
良
賎
制
度
の
実
態
を
考
え
る
に
お
い
て
、
有
力
な
手
掛
か
り
と
な
る
の
が
、

n
U
 

F
O
 

八
世
紀
の
東
大
寺
の
奴
蝉
関
連
文
密
で
あ
る
。
ま
と
ま
っ
た
量
の
史
料
が
数
多
く

あ
り
、
ま
た
、
東
大
寺
奴
蝉
は
国
家
の
支
配
を
強
く
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

た
め
、
律
令
国
家
の
奴
鱒
支
配
の
実
態
を
考
え
や
す
い
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

こ
の
論
文
で
は
、
賎
民
の
な
か
で
も
八
世
紀
の
東
大
寺
奴
燥
に
絞
っ
て
、
そ
の
支

配
の
実
態
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。

八
世
紀
の
奴
鈍
は
、
制
度

・
意
識
に
お
い
て
、
ど
の
程
度
厳
密
に
良
民
と
区
別

さ
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
が
こ
の
論
文
の
目
的
で
あ
る
。

東
大
寺
奴
蝉
の
構
成
と
性
格

こ
こ
で
、
東
大
寺
奴
舛
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
み
て
お
き
た
い
。

天
平
神
護
三
年

（七
六
七
）
七
月
十
六
日
の

「奴
糾
帳
目
録
」

（
『大
日
本
古
文



性
』
家
わ
け
十
人

東
大
寺
文
。

東
南
院
文
お
之
三

三
と
略
す
）
に
は
、
東
大
寺
奴
鱒
の
構
成
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
史
料
上
の

八
二
i
八
三
頁
、
以
下
、
東
南
院

（
1

）
l
（
W
）
の
注
記
は
鋒
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

神
謙
三
年
七
月
十
六
日
見
皮

奴
｝
百
口

所
注
奴
糾
二
百
人
鱒
－百
ロ

（i
）
官
奴
可
解
文
一
巻
元
印

？
と
従
国
々
進
上
奴
蝉
等
帳
一
巻
四
条
並
印
踏
、

条

美
波
国
司
解
文

条

近
江
国
司
解
文

所
注
奴
鱒
五
人
奴
四
口

所
注
奴
紳
六
人
奴
三
口

縛

口

A'. n、

丹
後
図
司
解
文

所
注
奴
蜂
五
人
奴
三
口

総
三
口

所
注
奴
紳
四
人
奴
一百

条

但
馬
国
司
解
文

（・
凶
）
寺
家
貝
取
奴
緋
帳

一
巻
十
二
粂
並
印
融町、

事It令良賎制下の奴糾1の存在形態〔小倉〕

又
一
条
元
印

鱒
二
口

縛
二
口

左
京
職
立
券
文

『
一
－
－
」

所
注
奴
鱒
廿
四
人
奴
十
日

鱒
十
四
口

)¥ 

条条

河 近 i可 右
図江内京
内国国税
石坂若 立
川 回 江 券
郡朝l 郡文
「 詰「宵 「 合

立福 立訴 立説所
ヲヲ ヲ V:l::

券事券車券事協
」 Z」 Z」手 一
文生文主文主人

条条条

（印
）
大
宅
朝
臣
加
是
麻
呂
進
奴
嫁
帳

一
巻
元
印

同
郡
悶
戸
奴
一
人
死
手
笑

先

綱
上
座

所
注
解
一
人

所
注
緋
ニ
人

所
注
熔
一
人

所
注
奴
紳
六
十

一
人
奴
品
川
六
口

都
維
那

寺
主

少
寺
主

「問
崇
」

抽降廿
五
口

目
代

「勝
行
」

目
代

こ
の
史
料
に
よ
り
、
東
大
寺
奴
蝉
は
、

宣車

（
山
）
寺
家
買
取
奴
鱒

・
（－w
）
大
宅
朝
臣
可
是
麻
呂
施
入
奴
縛
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（i
）
官
納
奴
鱒

・
（－
u
）
諸
国
進
上
奴

（i
）
官
納
奴
牌
と
は
、
次
に
示
し
た

「続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
元
年
十
二
月
二

十
七
日
条
に
記
さ
れ
て
い
る
奴
鱒
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

レ
労
叙
レ
位
有
レ
差。

施
一一
東
大
寺
封
四
千
戸
、
奴
百
人
、

蝉
百
人
一。

又
預
レ
造
一一東
大
寺
一人
、
随

天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
、
孝
謙
天
皇
は
東
大
寺
に
封
戸
四
千
戸
と
奴
鱒
そ
れ

ま
た
、

（H
）
諸
国
進
上
奴
縛

ぞ
れ
百
人
を
施
入
し
、
東
大
寺
奴
鱒
は
こ
れ
を
中
心
に
展
開
す
る
。

に
つ
い
て
は
、
丹
後
国
・
美
濃
国

近
江
田

・
但
馬
国
が
そ
れ
ぞ
れ
、

聖
武
天
皐
も
し
く
は
孝
謙
天
皇
の
軌

の に受ま
例さ進けた
とら上ては
し に L 、藤
て （ ｛こ自原
は泌盟国朝

） まきの臣
天 寺 茎奴 仲
平家弓蝉麻
十 買－（を呂
九取ぃ東の
年奴る2大宣
十牌 。 寺 を

表1奴縛の人数比較

二
月
二
十
二
日

「息
長
良
人
民
野

売
蝉
売
買
券
文
」

（東
南
院
三

八
五
｜
一

人
七
頁）

に
、
東
大
寺
が

近
江
田
坂
田
郡
の
息
長
真
人
真
野

宝亀3年（772年）…史料N

奴： 97人

鱒： 105人

奴： 77人

規： 81人

奴： 2人

娘： 1人

奴： 9人

娘： 14人

奴： 9人

鱒 ： 9人

202人

158人

3人

23人

18人

天平神様3年（767年）

奴 ：158人

規： 147人

奴： 100人

k寧： 100人

奴： 12人

鱒： 8人

奴 ：10人

姉： 14人

奴： 36人

鱒： 25人

305人

200人

奴鱒の合 計

(I）官納奴鱒

20人(Il）諸国施入奴蝉

24人

61人

(ID）寺家買取奴鱒

(W）大宅朝臣可是
麻呂進上奴餅1
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売
か
ら
二
人
の
鱒
を
買
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

（W
）
大
宅
朝
臣
可
是
麻
呂
に
よ
る
東
大
寺
へ
の
奴
蝉
進
上
は
、
東
大
寺
の
奴
鱒

の
実
態
を
考
え
る
う
え
で
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
二
章
で
詳
し
く
述
べ
る
。

こ
の
よ
う
に
東
大
寺
奴
鱒
の
構
成
を
確
認
し
た
が
、

（1
）
官
納
奴
蝉

・
（

u）
 

諸
国
進
上
奴
鱒
の
存
在
か
ら
、
東
大
寺
奴
稗
が
政
府
の
意
向
を
受
け
て
成
立
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
政
府
の
下
に
構
成
さ
れ
た
組
織
で

あ
る
な
ら
、
管
理
も
比
較
的
厳
密
に
行
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
東
大
寺
奴
舛

文
書
を
読
み
進
め
る
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
を
頭
に
入
れ
て
お
き
た
い
。

な
お
、
奴
稗
達
が
東
大
寺
に
進
上
さ
れ
た
時
期
に
注
目
し
た
い
。
孝
謙
天
皇
が

奴
蝉
を
施
入
し
た
の
は
天
平
勝
宝
元
年

（七
四
九
）
、
近
江
田
に
よ
る
奴
鱒
進
上
が

天
平
十
八
年
（
七
四
六
）
、
丹
後
固
に
よ
る
奴
鱒
進
上
が
天
平
勝
宝
一
苅
年
、
美
濃

国
・
但
馬
固
か
ら
の
奴
鱒
進
上
は
天
平
勝
宝
二
年
（
七
五
O
）
で
あ
る
。

こ
の
時
期
、
東
大
寺
は
ま
さ
に
造
立
中
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
奴
鱒
は
、
東
大
寺

造
立
作
業
に
参
加
す
る
べ
く
集
め
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
実
際
、

「東
大
寺
要

録
』
巻
第
七

雑
事
章
第
十
「
東
大
寺
職
掌
寺
奴
事
」
に
は
、

「
良
匠
之
器
」
と

さ
れ
て
東
大
寺
造
立
に
関
わ
る
奴
純
の
姿
が
記
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
章
で
は
、
次
章
よ
り
東
大
寺
奴
鱒
文
書
を
読
み
進
め
る
た

め
の
前
提
と
し
て
、
東
大
寺
奴
稗
の
概
要
を
述
べ
た
。

東
大
寺
奴
鱒
は
、
政
府
の
意
向
に
よ
っ
て
構
成
・
使
役
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
形
式
上
は
私
奴
鱒
で
あ
る
が
、
実
質
は
公
奴
鱒
に
近
い
状
態
で
あ
り
、
よ
り

厳
密
に
支
配
・
管
理
さ
れ
て
暮
ら
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
東
大

寺
奴
燥
に
関
す
る
史
料
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、

こ
れ
ら
の
史
料
は
、
八
世
紀
の
良
賎
制
度
の
実
態
を
考
え
る
に
お
い
て
大
き
な
手

掛
か
り
と
な
る
。

次
掌
か
ら
は
、
東
大
寺
奴
郷
の
な
か
で
も
、
東
大
寺
奴
鱒
の
構
成
に
お
い
て
重

要
と
考
え
ら
れ
る
大
宅
朝
臣
可
是
麻
自
の
進
上
奴
嫌
に
注
目
し
よ
う
と
思
う
。
そ

の
在
り
方
を
見
て
い
く
こ
と
で
、
八
世
紀
の
奴
舛
の
在
り
方
を
考
え
て
い
き
た
い
。

大
宅
朝
臣
可
是
麻
呂
の
貢
賎
史
料
の
検
討

前
章
で
は
、
東
大
寺
奴
鱒
が
F

l

）
官
納
奴
鱒

（”
と
諸
国
進
上
奴
縛

（
山）

寺
家
買
取
奴
鱒

・
（W
）
大
宅
朝
臣
可
是
麻
呂
施
入
奴
紳
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
大
宅
朝
臣
可
是
麻
自
と
い
う
人
物
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だ
。
大
宅
朝
臣
可
是
麻
呂
は
六

一
人
と
い
う
多
量
の
奴
鱒
を
東
大
寺
に
進
上
し
て

い
る
が
、
個
人
名
で
の
東
大
寺
へ
の
貢
賎
の
記
録
は
彼
以
外
に
な
い
。
し
た
が
っ

て
大
宅
朝
臣
可
是
麻
呂
は
、
東
大
寺
の
奴
鱒
所
有
に
お
い
て
重
要
な
人
物
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、

彼
の
貫
賎
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。

大
宅
朝
臣
可
是
麻
白
の
貢
践
に
関
連
す
る
史
料
は
、
次
の
十
四
通
で
あ
る
。
な

ぉ
、
こ
れ
ら
の
史
料
の
内
容
を
ま
と
め
た
図
1
を
作
成
し
た
。
史
料
と
対
比
し
な

が
ら
確
認
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

A
天
平
十
三

（七
回

ご

年
間
三
月
七
日

「右
京
職
移
」

（東
南
院
三

一
五
三
頁
）

右
京
職
移

大
義
徳
国
司

奴
足
人

年
叫
川
六
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男
椋
人

年
十

男
黒
人

年
｜迎

男
大
名
麻
呂

年
十

女
久
理
夜
女

年

右
、
得
ニ
刑
部
省
去
天
平
十
二
年
九
月

一
日
移
一俗
、
検
二
案
内
一
、
放
従
五
位
下
大
宅

朝
臣
広
麻
E
、
上
件
人
足
等
依
－一
己
賎
一訴
、
去
養
老
七
年
五
月
八
日
判
給
己
詑
、
除
籍

除
籍
帳
詑
、
以
レ
状
放
移
、

附
ニ
大
部
公
徳
国
添
上
郡
志
茂
郷
少
初
位
下
大
宅
朝
臣
賀
是
麻
呂
戸
一者
、
職
依
ニ
移
旨
一、

天
平
十

年
l羽

月
七
日
従
七
位
上
行
大
属
勲
十

等
e鳥
取
述
御
扶

亮
外
従
五
位
下
勲
十
二
等
大
伴
宿
祢

8 

天
平
十
三
年
六
月
廿
六
日
「山
背
国
司
移
」

（東
南
院

c 

天
平
十
五

（七
四
三
）
年
九
月
一
日
「
摂
津
職
移
」

五
六
頁
）

史
料
B
Cは
、
本
文
を
省
略
し
た
。

D 

天
平
十
五
年
九
月
二
日

「
摂
津
職
符
」

（東
南
続
三

嶋
上
郡
司

（一一
ノ
上
｝

合
奴
糾
十
「

一
」
人

職
符

奴
伊
賀
臣
大
麻
呂

前
除
籍
、
男
軽
部
弓
張

弟
古
・
脳
死

同
戸
荒
木
臣
稲
売

孫
女
軽
部
販
売
死

右
四
人
、
野
身
里
戸
主
軽
部
造
弓
猿
戸
所
賞
、

州話い
豆
女
ト
脇

佳

女
船
木
刀
自
究
死

男
辛
矢
田
部
法
万
呂
死

一
四
九
｜
一

五
二
頁
）

（
東
南
院
＝一

五
回

一
八
四
｜
一

八
五
頁
）

次
大
国
逃

次
松
波
美
逃

次
姉
売

次
衣
屋
売

法
万
呂
女
飯
万
自
女

以
上
七
人
同
旦
辛
矢
田
郎
戸
口
弓
張
戸
口
所
目

以
前
奴
脱
等
、
籍
帳
己
除
、
付
二
大
宅
朝
臣
加
是
麻
呂
之
戸
口
一己
託
、
郡
宜
承
知
、

今

見
所
有

奴
鉾
者
、
召
二
一対賎
主
一、
給
ニ
之
加
是
万
呂
一、
符
ニ
到
奉
行
一、

（白
羽
）

少
進
引
田
朝
臣

「
其
立
」

天
平
十
五
年
九
月
二
日

以
上
の
史
料
の
う
ち
、

A
B
C
は
、
右
京
・
山
背
国
・
摂
津
職
が
そ
れ
ぞ
れ
、

「
故
従
五
位
下
大
宅
朝
臣
広
麻
巴
が
か
つ
て
自
ら
の
賎
だ
と
訴
え
、
養
老
七
年
に

除
籍
の
判
決
が
下
っ
た
奴
娘
達
と
そ
の
子
孫
」
を
除
籍
し
、
少
初
位
下
大
宅
朝
臣

加
是
麻
巴

（
広
麻
呂
の
血
縁
者

・
遺
産
相
続
人
で
あ
ろ
う
）

の
戸
に
付
け
る
作
業
が
完

了
し
た
こ
と
を
、
加
是
麻
呂
の
本
賞
地
で
あ
る
大
養
徳
固
に
知
ら
せ
て
い
る
文
書

で
あ
る
。
こ
こ
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
奴
郷
達
の
名
は
、
図
1
の
甲
欄
に
記
載
し
た
。

ま
た
、
史
料
D
は
、
摂
津
職
が
嶋
上
郡
司
に
下
し
た
符
で
、
除
籍
が
完
了
し
た

奴
鱒
違
を
可
是
麻
呂
に
与
え
る
よ
う
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
史
料
A
B
C
が
出

さ
れ
た
際
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
や
職
で

D
と
同
内
容
の
符
が
諸
郡
司
に
下
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

E 

天
平
勝
宝
元

（七
四
九
）
年
十
一
月
三
日
「
大
宅
朝
臣
可
是
麻
呂
貫
賎
解
案
」

（
東
南
院
－一一

一
四
二
｜
一四
三
頁
）

こ
の
史
料
は
、
史
料
F
の
始
め
四
行
分
の
内
容
だ
け
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
史
料
F
の
み
本
文
を
示
す
。

。aFO
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東大寺に居る奴縛進

室亀3~手（772年）

丙

東大寺に見来した奴縛遥

750～756年

された奴縛遺

捻女（30）一一一吉成（4)

「輔副18)鯛麻呂（7)

持女（36)
真核足女（49) 』：L鯛女（16)

鯛女（24)

奴峨主（2)

（安応・麻呂（28))

繍刀自女（24）ー縮足（！）

奈為女（64）ーーー総万自（26)

史

料

N 

万自女（62）一一昨麻呂（21)

（常石麻呂（7))

照刀自女（57)

史

~ i:. rn君（3)且！万自女（42）一仁
ゆ水（18)． 

「倉人（17)

刀自女（40）→一大様麻呂（13)

史 ｜ LyJI万畠（6)

料｜ 奨奈刀自女（3)

I l奈為女（40）ー（ふさ？）万呂（4)

三嶋女（70)

登足（45）一一一須手女（7)

「安店。麻呂（6)

真技足女（28）→ー持女（9)

」多比女（2)

？｜肌女吋！と：~~~）

史
料｜万自女（40）一一千縄女（3)

J 

史
料
L
で
名
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
奴
縛
遼

（
須
手
女
は
．
か
れ
て
い
な
い
）

」

－

守

大

手

進
上
奴
還
を
緩
急
め
る

安幸刀自女（お） : 

安加良問先（お） : 

＊拍刀自女（33): 
*m刀自女（21)' 

世鎗取（8) : 

※安居麻呂・常石l鼻呂は逃亡

． 史料Mのm万自女・2高君を捉えたのは奴薮Jj；（。

＊国勝（14) ' 
＊若麻呂（14) : 

肯足向島(JO) : 

*fl:麻呂（9) : 

*II!向島（19) : 

飯村08）・大倉（24）・

宮麻呂（36）・字紙麻

呂(14）・安麻呂（94）・

飯持女（22）・万奨女

(70）・麻万自女（ω）・

満女（7）・肯古刀自

女（12)

に一一一一「r一一一_ J＼..＿一一Y一一一ノに一一一-y-一一一ノ

史料ABCに記録され史料Fで初め 史料Gで初めて畳

た敗解奴鱒で、史料F て去場し、史料 場した奴鱒途（辺人）

でも史料Gでも進上さ Gでも進上され

れた奴縛（39人） た奴燐途（JOA)

人足（20)

麻呂（68）・古麻呂（67)

多比女（89）・豊足（中I)

小男（35）・八男足（31)

秋夜女（40）・万自女（37)

手見（邸））・三嶋女（58)

利伎毛女（33)

キ甘 （36）・n甘（26)

千古（32）・l't吉（28)

Z峨足女（28)

安麻呂（f,5）・奈為女（38)

香留女（25）・小~ （51)

酒麻呂（33）・

（乙？）麻呂（32)

与止麻呂（32)・

．厳原（21)

足人（44）・掠人（18)

議
11.¥人（12）・大名麻呂（II)

久理夜女 （14)

弓張（55）股女08)

稲女（13)

法麻呂（52）・〈大国（61))

〈根渡契（48））・

衣民女（71）・姉女（ω）

飯刀自女（42)

一

布佐麻呂（4)

大麻呂（91)

天平勝宝2年（750年）

※J品j/!:757年死亡

-64-
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天平

1年3 

年~ 

平天

1年5 

年i 

甲

可是馬車呂の戸に付けられた敗訴奴縛違

1・聾E甲骨量戸主DI.蝿E且耳λ踊昌戸口l

｜飯虫安（36~ · 1伊n女（35~

［縦書郡山本里戸主錦部回祢戸口］

人見（20)

l久世郡那紀霊戸主本尾公輿餓戸ロ1

麻呂（ω）・古麻呂（59）・

多比女（81）・盤足（お）・小Ylα7）・

人労足（23）・秋夜女（32）・

刀自女（29）・手見（52）・

三嶋女（58）・和伎毛女（25)

I紀伊郡邑霞霊戸主縫蕗牛甘戸ロ1

史料 ヰ甘（38）・其甘（16）司副吉（24）・
其官（20）・兵校足女（20）・日
安麻呂（57）・奈為女（20).

省z留女(17）・小君（43)

I紀伊榔邑厳重戸主聾団連銀小量戸口1

酒麻呂（25）・（乙？｝麻呂（24)

[Z.劃郡山崎盟戸主間人通軍人戸口l

与止麻呂（24）・．薮l瓜(13)

［遺附彼種選上郡師毛霊戸主少初
位下大宅朝臣加建麻白戸1

置亙到

亘持書
足人（36）・椋人（10).

県人（4）・大名麻呂（11）・

久理夜女（6)

l園内鍋上郡野島毎戸主粧歯車弓張戸口1

i摂’移章I 

伊都匡~麻呂（91）・
軽郷遊弓!JU(49）・盛皐♀皇1・
｜苦麻呂（27）卜稲女（13)

【署部弓内強崎之上郁野身郷戸主宰矢田部

詩 戸口1

c 盗塗孟度2量s:i竪随｝杢ー〈互大皇国室｛(37）卜。 55)). 

〈事1波；＞：！（42））・衣属女（65)・

姉女（54）・飯刀自女（36)

※『前除絡J

である‘Z草
旦卒単品－
E旦与が削
除される。

l ) 
y 

史料ABCDにおいて注記アリ

伊賀臣大麻呂・叙豆女＝「llil除籍」

〈大国・釈放美〉＝「逃J
飯虫女－伊蘇女－雲足－古麻8・1fli女・繍女・

船木刀自女・法麻呂＝「死」

料史F 

天平勝宝元年（749年）

[ ...申作聖戸主軍国JO良S入車畠戸口1

｜飯虫女 （36)J ·匝欝去（35~

【級事郡山本塁戸主飾部罰祢戸口】

人足（20)

I久世郡部記里戸主水足意真鍋戸口｝

麻呂（68）古麻呂（67）・

多比女（89）・長足（44）・小型H35l・
八男足（31）・秋夜女（40)・

刀自女（37）・手見（60）・
三船女（58）和伎毛女（33)

I紀伊郡局面雇患戸主軽傷牛甘戸ロl
ー－－－－－－－ －・~ － －－－－－－－－ － －·． 

－ 

． 
牛甘（46）・真甘（24）・千台（32）・

兵吉｛お）・良枝足女（28）・ ｜ 匝亙亙図
． ． 

安麻呂（65）ー奈為女（38）・
香留女（25）・小!lt(51) 

I紀伊S邑藍里戸主茨隠遁篠’i、畠戸口I
f西麻呂（33）・（乙？）麻呂（32)

I乙訓郡山埼恩戸主間人道軍人戸口i
与止麻呂（32）.・桜凪c<21> I 匪王回·~·

~－匡~：
[Z.lllllS羽車里戸主長岡垣本＠廊呂戸口l

匡&rill]

I右京同僚四妨郷足人戸口1

足人（44）・椋人(18）・

誠人(12）・大名麻呂（11）・

久理夜女（14)

I鼠内崎上郡野身郷戸主際部通弓
猿戸口1

弓;al(57）際女（35).

｜古麻呂＜3sn・稲女（21)

I部内嫡上郡野身郷戸主宰矢田郡
者弓強之戸口1

匠｛大E図豆（63盟｝〉・蓋｛根笠波血00盟（~））－
衣属女（73）・姉女（62）・
飯刀自女（44)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・，

‘ ' 
合辛万自女（35）・合加l良問先（35）・：

合4自刀自女（33）・合／.＼＼刀自女（21）・：

食鎗JO((S)

ーー・・・・司ーーーー＿J

． 
ー・・・・・・ ・・・ ・‘・~－---－.・・・・・4

［山背国紀伊116大型郷戸主茨国連 ：
＂＇智廊呂戸口 l : 
合自勝(14）・食若麻呂(14）・ ： 

匡豆豆豆盟
[I高滞圏構’よ競演昧恩戸主宰矢田：
郎裁川内戸口l ; 
食足嶋(lO）.食猪麻呂（9). ~ 

州 嶋（19）・匡宣座四 : 

＼一一一一一--y一一一＿＿） ＼一一一一一一γ 一一一_J
史料ABCに記録された敗訴 史料Fで初めて登場した

奴緋で、史料Fで進上された 奴鱒途(17人）

奴鱒逮（44人）

乙

E巨大寺に進上

※死亡奴鱒である、

鑑A左笠董怠二
盆且法皇主旦皇
与が削除される。

＋ 
※由多気－~土・
白刀自党・古刀自

＂＂・千継究 ・古刀

自女・古阿祢が削

除される。

口で閤んだ名前は、史料Gでは削除されている名前である。話ふ削除されている。

図 1 大宅可是麻呂の貢賎における奴縛の関係図
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案

（東
南
院
三

天
平
勝
宝
元

（七
四
九
）
年
十
一
月
三
日

「
大
宅
朝
臣
可
是
麻
呂
貢
賎

文
書

奴
千
古口
年
品川

F 

奴
真
甘
年
廿
四

一
五
七

1
一
六
三
頁
）

散
位
祭
散
位
大
初
位
上
大
宅
朝
臣
可
n起
麻
呂
諮
解

合
陵
拾
壱
人

奴
品
川
六
人

鱒
廿
五
人

柚
岬
飯
虫
昨
年
品川
四

柚岬伊
蘇
先
年
術
一

奴
人
足
年
廿
八

奴
麻
百
年
六
十
八

奴
古
麻
呂
年
六
十
七

紳
多
比
売
年
八
十
九

奴
些
足
年
愉
四

奴
小
男
年
品
川
五

奴
八
男
足
品川

一

柚
昨
秋
夜
売
年
情

舛
万
自
売
年
品
川
七

奴
手
見
年
六
十

郷
三
嶋
売
年
五
十
人

抽
舛
和
枝
毛
売
年
品川
三

奴
牛
甘
年
情
六

奴
由
多
気
年
品川七

申
貢
賎
事

奴
兵
吉
年
廿
八

柚
畔
真
枝
足
先
年
廿
入

奴
安
麻
呂
年
六
十
五

抽昨
奈
為
売
年
品
川
人

柚
舛
香
留
売
年
廿
五

巴
上

人

山
背
図
綴
n・

郡
甲
作
箆
戸
主
;1¥11; 

国
方u
豆
良
郊
人
麻
呂
戸
口

奴
小
君
年
五
十

【郁
カ
］

巳
上
十
人
、

山
背
図
紀
伊
都
邑
磁
星
戸
主
軽
部
牛
甘
戸
口

一
人、

山
背
閏
綴
喜
郡
山
本
製
戸
主
錦
部
回
祢
戸
口
、

奴
酒
麻
呂
年
品川
－

奴
乙
麻
呂
年
品川
一一

巳
上
二
人、

山
背
囲
紀
伊
郡
邑
隊
里
戸
主
茨
回
逮
族
小
昼
戸
口

奴
与
止
麻
呂
年
品川
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奴
荻
原
年
廿

一

奴
盛
土
年
十

一

線
白
万
自
売
年
十
八

制
時
古
万
自
売
年
十
人

柚畔
千
継
売
年
十

一

人 巳
上

’I，ノ、
吾へ
思富 山
来寝背
里3 国
戸乙
主罰II
長郡
盟山
坂 f奇
本塁
厨戸
麻主
呂 関
戸 ~
口 E

東
人
戸
口

奴
雲
足
年
十
四

奴
足
人
年
愉
四

奴
椋
人
年
十
八

［
世

］

巴
上
十

一
人
、
山
背
図
久
西
郡
那
紀
星
戸
主
水
尾
君
其
熊
戸
口

奴
黒
人
年
十
二

奴
大
名
麻
呂
年
十

一

［鱒
］

奴
久
理
夜
売
年
十
四

（「主
」ノ
上
）

巴
上
五
人
、
右
京
間
保
四
坊
即
足
人
一一

「口
」



律令良賎制下の奴鱒の存在形態〔小倉〕

奴
弓
張
年
五
十
七

奴
古
麻
呂
年
品
川
五

抽
畔
康
売
年
廿
六

拙
僻
稲
昨
年
廿

一

【入
、
脱
］

巳
上
四
、
摂
津
図
的
上
郡
野
身
旦
戸
主
軽
部
遊
弓
張
戸
口

鱒
万
自
昨
年
愉
五

奴
法
麻
呂
年
六
十

奴
大
国
年
六
十

奴
根
波
美
和
十
五
十

抽
岬
衣
屋
昨
年
七
十
三

鱒
飯
万
自
昨
年
愉
四

制
僻
姉
昨
年
六
十

巴
上
七
人
、
同
郷
戸
主
辛
矢
図
郎
君
弓
強
戸
口

右
柵
九
人
、
大
倭
国
添
上
郡
大
宅
朝
臣
可
是
麻
呂
戸
賎

奴
国
勝
年
十
四

奴
若
麻
呂
年
十
四

柚
畔
古
刀
自
売
年
十
四

己
上
三
人
、
山
背
国
紀
伊
都
大
皐
郷
戸
主
茨
回
迷
族
智
麻
呂
戸
口

鱒
辛
万
自
売
年
叫
川
五

鱒
加
良
問
先
年
品
川
一

抽
畔
狛
刀
自
女
年
品
川
三

（
服
部
本
線
消
車
市
院
原
本
コ
ノ
＋
八
宇
ナ
シ
）

抽
牌
黒
万
・8
売
年
廿

一
「
己
上
四
人
右
京
四
僚
因
坊
戸
主
鞠
智
足
人
戸
口
」

奴
鋒
取
年
八

巳
上
五
人
、
京
凶
脇
陣
四
坊
戸
主
絢
智
足
人
戸
口

奴
足
嶋
年
十

奴
猪
麻
呂
年
九

奴
般
的
年
十
九

柚
昨
古
阿
祢
年
十
五

巳
上
四
人
、
摂
津
園
紛
上
郡
波
味
星
戸
主
辛
矢
田
部
君
川
内

右
十
二
人
、
未
除
本
籍
、

以
前
、
賞
二
於
東
大
寺
一
賎
等
歴
名
如
レ
件
、
議
以
解
、

天
平
勝
宝
元
年
十

一
月
一－一
日

G 

天
平
勝
宝
二

（七
五

O
）
年
五
月
十
七
日

「散
位
寮
散
位
大
初
位
上
大
宅
朝
臣

可
是
麻
呂
謹
解
」

（東
南
院
一一一

一
四
三
｜

一
四
九
頁
）

散
位
寮
散
位
大
初
位
上
大
宅
朝
臣
可
是
麻
呂
謹
解

申
貢
賎
事

合
陸
拾
壱
人

奴
参
拾
捌
人

対
二
人

付
可
是
麻
呂
之
戸
賎

六
人

未
除
本
籍
、

柚
僻
武
拾
参
入

十
八
人

付
可
n
起
麻
呂
之
戸
時間

五
人

米
除
本
籍

奴
飯
村
年
十
人

奴
大
倉
年
廿
四

奴
宮
麻
呂
年
品
川
六

奴
牛
甘
年
品
川
六

奴
安
麻
呂
年
九
十
四

奴
大
麻
呂
年
九
十
一

-67ー



研究論文

奴
人
足
年
廿
八

奴
麻
日
年
六
十
八

奴
古
麻
呂
年
六
十
八

奴
州
民
足
年
叫
川
四

奴
八
男
足
年
品
川

奴
小
男
年
品
川
五

奴
真
甘
年
廿
六

奴
手
見
年
六
十

奴
千
士口年品
川二

奴
真
吉
年
廿
八

奴
安
麻
呂
年
六
十
五
人

奴
布
佐
麻
呂
年
四

奴
小
君
年
五
十

奴
酒
麻
呂
年
品川
一

奴
乙
麻
呂
年
品
川
一
一

奴
与
止
麻
呂
年
品
川
二

奴
薮
原
年
廿一

奴
｛
子
気
麻
呂
年
十
四

奴
足
人
年
柵
四

奴
椋
人
年
十
八

奴
黒
人
年
十
二

奴
大
名
麻
呂
年
十
一 奈

為
女
子

奴
弓
張
年
五
十
五

奴
大
国
年
六
十

奴
制
収
波
美
年
叫
川
八

以
天
平
勝
宝
二
年
九
月
五
日
求
来
、

奴
法
麻
呂
年
五
十
二

右
対
二
人
、
所
貫
大
倭
国
添
上
郡
大
宅
朝
臣
可
是
麻
呂
戸
賎

奴
鐘
取
年
八

足
人
之
男
、
在
右
京
四
候
四
坊
戸
主
鞠
智
足
人
戸
口
、
以
前
天
平
十

一
年
勤
、

奴
国
勝
年
十
四

万
美
女
之
努

奴
若
麻
呂
年
十
四
抑
践
綜
町
脱
却
凋
抑
制
駄
目
鰐
主

以
天
平
勝
宝
ご
年
七
月
十
三
日
白
出
来
、

奴
足
嶋
年
十

奴奴
右 康猪
六嶋 麻
人年呂

十 年
未九九

除 濃巴Z
本味、三
土郷脱］

絡 戸 人
主死

、辛鱒
矢船
田木
部刀
君 白
川女
内之
戸男
口
、［在

以前摂
華日劇添
向王国
元ー鵬
年上
働郡
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抽
牌
飯
持
女
年
廿
二

鱒
刀
美
女
年
七
十

解
麻
刀
自
女
年
六
十

柚
牌
秋
夜
女
年
怖

縛
万
自
女
年
品
川
七

縛
多
比
女
年
八
十
九

郷
三
嶋
女
年
五
十
八

興
和
伎
毛
女
年
叫
川
一

柚
牌
真
枝
足
女
年
サ
八

以
天
平
勝
宝
二
年
九
月
五
日
求
来
、

縛
奈
為
女
年
品
川
八



線
香
留
女
年
廿
五

糾
満
女
年
七

川
叫
久
理
夜
女
年
十
凶

糾
衣
屋
女
年
七
十
－

州
時
姉
女
年
六
十

帥
畔
飯
万
自
女
年
術
ニ

仙
僻
際
女
年
十
八

紳
稲
女
年
十
三

右
十
八
人
、
所
貫
可
是
麻
呂
戸
賎

制
畔
辛
万
自
女
年
品川
五

鱒
加
良
悶
女
年
品
川
五

仙
畔
狛
万
自
女
年
叫川
一

州
畔
黒
万
自
女
年
廿
一

州
畔
古
万
自
女
年
十
二

右
五
人
、
未
除
本
土
籍
、

律令良賎帝IJ下の奴鱒の存在形態〔小倉〕

巳
上
三
人
鱒
三
嶋
女
之
女

足
人
之
女
、
巳
上
凶
人
在
右
京
凶
依
四
坊
奴
戸
主
鞠
智
足
人
戸
口
、

奴
弓
張
之
女
、
在
奴
津
回
総
上
郡
波
味
郷
戸

主
奴
軽
部
弓
張
戸
口
、
以
天
平
十
二
年
勘、

以
前
奴
蝉
、
於
東
大
寺
奉
献
如
前
、
以
解
、

天
平
勝
宝
二
年
五
月
十
七
日

以
上
の
史
料
F
Gは
、
大
宅
朝
臣
可
是
麻
呂
が
東
大
寺
に
進
上
し
た
六
十

一
人

の
奴
規
の
名
前
を
示
し
た
解
文
で
、
そ
れ
ぞ
れ
天
平
勝
宝
元
年
・

二
年
に
舎
か
れ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
は
図
1
の
乙
械
で
示
し
た
。
な
ぜ
同
じ
よ
う
な

文
書
が
二
通
普
か
れ
た
の
か
、
内
容
は
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ

い
て
考
え
る
こ
と
は
、
可
是
麻
呂
の
進
上
奴
牌
の
立
場
を
考
え
る
う
え
で
非
常
に

重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
通
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
後
ほ
ど
詳
し
く
述
べ
る
。

H 

天
平
勝
宝
二
年
九
月
五
日

「大
宅
朝
臣
可
是
麻
呂
奴
蝉
見
来
帳
」

（
「大
日
本

古
文
お』

編
年
文
省

巻

四
五
九
｜
凶
六
O
頁）

天
平
勝
宝
二
年
同
月
十
四
日

「大
宅
朝
臣
可
是
麻
呂
奴
牌
見
来
帳
」

（東
南
院

二
ハ五
l
一
六
六
頁
）

J 

天
平
勝
宝
二
年
十
月
四
日
「
大
宅
朝
臣
可
是
麻
昌
牌
見
来
帳
」

（東
南
院
三

二
ハ
六
｜
一
六
七
頁
）

K 

天
平
勝
宝
三

（七
五
ご
年
三
月
三
日
「
大
宅
朝
臣
可
是
麻
呂
奴
縛
見
来
帳
」

（
『大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
第
十
八

東
大
寺
文
書
之
七

五一

｜
五
二
頁）

以
上
の
四
史
料
に
は
、
奴
縛
が
東
大
寺
に
連
れ
て
来
ら
れ
た
旨
と
、
連
れ
て
来

ら
れ
た
奴
鱒
の
名
前
が
普
か
れ
て
い
る
。
本
文
の
記
載
は
省
略
し
た
。
天
平
勝
宝

二
・
三
年
の
間
に
合
計
二
十

一
人
の
奴
糾
が
東
大
寺
に
見
来
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
ら
の
奴
蝉
の
名
前
と
血
縁
関
係
は
図
1
の
丙
欄
に
示
し
た
。

L 

天
平
勝
宝
三
年
三
月
十
日

「茨
田
久
比
麻
呂
解
」

（
「
大
日
本
古
文
書
」
編
年
文

密

巻

四
九

一｜
四
九
二
頁）

こ
の
史
料
は
、
茨
田
久
比
麻
呂
と
い
う
人
物
が
、
史
料
H
I
J
で
東
大
寺
に
捕

え
ら
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
奴
姉
達
の
名
前
を
あ
げ
、
自
分
た
ち
は
良
身

分
で
あ
る
と
い
う
訴
え
を
起
こ
し
た
解
文
で
あ
る
。
大
宅
朝
臣
可
是
麻
自
の
進
上
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奴
鱒
の
立
場
を
考
え
る
う
え
で
、
こ
の
史
料
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
た
め
、
内
容
に
つ
い
て
は
こ
の
寧
の
第
二
節
で
詳
し
く
触
れ
た
い
と
思
う
。

M 

天
平
勝
宝
八

（七
五
六
）
歳
十
月
廿
六
日
「
大
宅
朝
臣
可
是
麻
呂
奴
碑
見
来
帳
」

（東
大
寺
文
書
之
七

五
四
｜
五
五
頁
）

「大
宅
朝
臣
加
是
麻
呂
之
賎
」

（近
畿
｝

「
生
益
」

糾1
黒
万
自
女
右年
耳附

「迫子炉子
自
女
之
子

以
勝
宝
九
歳
、
死
去
、
」

左
輔
耐叫川
副
子

順
友
下
mm子

年
三

奴
黒
君

「印元
」

右
二
人
、
以
天
平
勝
宝
八
歳
十
月
廿
六
日
出
来
、
捉
進
上
人
奴
薮
原
、

（追
鐙
｝

「
燥
刀
自
女
之
子
」

奴
浄
水
年
十
八

右
一
人
、
在
伊
予
国
、

（
自
磐
｝

天
平
勝
宝
八
歳
十
月
廿
六
日
少
寺
主
「
間
崇
」

（自
署
）

都
維
那

「等
賞」

｛田明雛）

O
等
賞
ノ
慨
ナ
リ
、

「
以
前
、
黒
万
自
女
申
云
、
始
右
京
職
史
生
出
雲
監
麻
口
口
口
口
口
口
口
呂
之
妻
、
為
即

彼
戸
所
貫
者
、

次
今
、
住
糸
井
皇
家
在
私
、
」

｛凶
問
悠

｝

「
入
本
」

こ
の
史
料
は
、

黒
万
自
女
と
そ
の
子
供
で
あ
る
黒
君

・
浄
水
が
新
た
に
東
大
寺

に
連
行
さ
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
た
史
料
で
あ
る
。
図
ー
で
は

H
i
Kと
並
ん
で
丙

欄
に
示
し
た
。
こ
れ
ら
の
奴
蝉
を
東
大
寺
へ
連
行
し
た
の
が
、
可
是
麻
呂
に
よ
っ

て
東
大
寺
に
進
上
さ
れ
た
奴
で
あ
る
「
薮
原
」
で
あ
る
こ
と
は
、
奴
抽
鮮
の
職
掌
を

奴
贈
を
連
行
し
て
く
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
た
ら
し
い
。

考
え
る
上
で
注
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
東
大
寺
奴
鱒
の
仕
事
の
中
に
は
、
逃
亡

N 

宝
亀
三

（七
七
三

年
十
二
月
三
十
日
「
東
大
寺
奴
縛
籍
緩
案
」

一一一一一
ー
ー
一二
三
頁
）

以
下
の
史
料
上
の

（1
）
1
（的
）
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（興
鍛
）

「
口
口
口
口

米
働
奴
純
一
百
五
十
三
人
」

東
大
寺
三
綱
・
可
信
牒
上

申
上
宝
亀
三
年
奴
鱒
籍
帳
事

（擦
消
ノ
上
下
向
ジ
）
（
娘
消
）

合
奴
鱒
二
百

「一こ

人
「
奴
」

奴
九
十

「七
」
人

鱒
一
百
「
五
」
入

（i
）
官
納
奴
鱒
一
百
五
十
「
人
」
人

奴
七
十

「七
」
人

蝉
八
十

一
人

（
u
）
諸
国
買
貢
上
奴
鱒
三
人

奴
二
人

鯨
一
人

（－
m
）
寺
家
買
奴
鱒
廿
「
二
己
人

奴

「九
」
人

郷
十
「
凹
」
人

（－w
）
大
宅
朝
臣
可
是
麻
呂
賃
上
奴
蝉
十
「
八
」
人

（東
南
院
三
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奴
「
九
」
人

鉾

「九
」
人

逃
亡
奴
糾
十
「
四
」
人

奴

「九
」
人

鱒
「
五
」
人

見
定
奴
蝉

一
百
八
十
八
人

奴
八
十
「
九
」
人

鱒
九
十

「九
」
人

（中
略
）

編
首
奴
垂
水
麻
呂

（中略）

編
首
蝉
兵
枝
足
女

男
奴
阿
古
麻
呂

男
奴
鯛
麻
呂

女
舛
持
女

年
柵
九

年
冊
九

左
鼻

「右
逮
」
郎
子

年
十
八

右
目
本
下
川冊
子

年
七

年掛川
六

左
頬
照
子

「福 女
女首鉾
」警n
焼事踊
鯛タ女
女2
右 年 右 年
目廿頬十
後 間 銀 六
黒 子
子

律令良賎制下の奴鉾の存在形態〔小倉〕

男
奴
磁
主［白

脱
カ
］

間早
首
緋
黒
万
女

編
首
蝉
稲
万
自
女

男
奴
稲
足

編
首
娘
捨
女

年年
五
十
七

周
附
瓜
子

年
廿
四

「地
中
」
瓜
子

｛『三
」ノ
上｝

年
「

一」

ロ年
右It十
吻
m 
子

男
奴
吉
成

（異
筆）

「
死
」
編
首
鱒
奈
為
女

男
奴
総
麻
呂

編
首
鈍
刀
自
女

男
奴
昨
麻
呂

年
四

年

「六
十
」
四

友
高
額
庇

年
廿
六

友
「
輔
事
』
原
子

年
六
十
二

友
日
本
上
照
子

年

「
廿
こ

左
髪
照
子

「
黄
」
奴

正
鱒

正
奴

正
純

（
小
ノ
上
）

「正
」
奴

（中略）

右
十
六
人
、
以
天
平
勝
宝
三
年
、
大
宅
朝
臣
可
是
麻
呂
進
奴
縛
例

奴
安
居
麻
目

奴
常
石
麻
呂

正
奴

年
廿
八逃

年
廿
入逃

正
奴

（後略）

右
二
人
、
大
宅
朝
臣
可
是
麻
呂
進
奴
僻
例

正
奴

正
鱒奴

こ
の
史
料
に
は
、

宝
亀
三
年
の
時
点
で
の
東
大
寺
奴
舛
の
構
成
が
詳
し
く
昏
か

奴
正
純

欄
に
示
し
た
。

れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
大
宅
朝
臣
可
是
麻
巴
の
進
上
奴
鱒
の
歴
名
を
表
2
の
丁

正
鱒

上
奴
蝉

前
章
で
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
東
大
寺
奴
鱒
が
（
i
）
官
納
奴
規
・

（－
w
）
大
宅
朝
臣
可
是
麻
日
施
入
奴
焼
か
ら
成

鱒

（一
山
）
寺
家
買
取
奴
縛

「賞
」
奴

？
と
諸
国
進

り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
史
料
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

正
鱒

こ
れ
に
よ
る
と
、
合
計
二
O
二
人
の
東
大
寺
奴
舛
の
う
ち

一
四
人
は
逃
亡
奴
牌

で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
除
い
た
一
八
八
人
が
見
定
奴
鱒
、
す
な
わ
ち
実
際
に
東
大
寺

正
蝉

に
居
る
奴
鱒
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

「
黄
」
奴

正
稗

し
か
し
、

天
平
神
護
三
年
か
ら
五
年
し
か
経
っ
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
表
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ー
に
示
し
た
よ
う
に
、
奴
鱒
の
合
計
は
三
O
五
人
か
ら
二

O
二
人
に
な
り
、
そ
の

う
ち
官
納
奴
牌
は
二
O
O人
か
ら
四
十
人
以
上
も
減
少
し
た

一
五
人
人
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
よ
う
に
、
奴
鱒
の
人
数
が
随
分
減
っ
て
い
る
。
ま
た
、

「未
勘
奴
蝉

一
百
五
十
三
人
」
と
い
う
添
え
書
き
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
合
計
二
O
二
人
の
奴
牌

の、つ＋っ、

一
五
三
人
を
除
い
た
四
九
人
し
か
実
際
に
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
ら
し

く
、
こ
の
管
理
記
録
と
実
態
が
合
致
し
て
い
な
い
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
に
、
東
大
寺
に
お
け
る
奴
鯨
管
理
の
暖
味
さ
が
現
れ
て
い
る
。

平
田
歌
二
説
の
問
題
点
と
そ
の
検
討

以
上
の
よ
う
に
史
料
内
容
を

一
通
り
確
認
し
た
。
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
平
田
歌

二
氏
・
林
野
清

一
氏
・
山
尾
幸
久
氏
等
、
様
々
な
研
究
者
に
よ
っ
て
そ
の
解
釈
が

示
さ
れ
て
お
目
、
な
か
で
も
平
田
氏
の
研
究
は
非
常
に
詳
し
く
、
先
行
研
究
の
代

表
と
言
え
る
。
ま
ず
は
先
行
研
究
に
よ
る
解
釈
を
確
認
し
た
い
。
な
お
、
史
料
の

内
容
を
ま
と
め
た
図
1
に
加
え
て
、
さ
ら
に
そ
の
詳
細
を
示
す
た
め
の
表
2
・
3
・

4
お
よ
び
図
2
を
作
成
し
た
。
先
行
研
究
を
確
認
す
る
う
え
で
、
適
宜
そ
れ
ら
の

表
や
史
料
と
の
関
連
も
示
し
て
い
く
。

（1
）
平
岡
敬
二
氏
に
よ
る
史
料
解
釈

平
田
氏
に
よ
る
と
、
大
宅
朝
臣
可
是
麻
呂
の
貢
賎
の
過
程
は
、
以
下
の
よ
う
に

説
明
で
き
る
と
い
う
。

〈

1
〉

大
宅
朝
臣
広
麻
呂
は
、
相
続
し
た

「戸
賎
」
が
す
で
に
逃
亡
し
て
山
背

・

摂
津
の
各
国
で
良
人
と
し
て
編
賞
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
突
き
止
め
、
そ
れ
ら
の
人
々

が

「己
賎
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
欲
し
い
と
刑
部
省
に
訴
え
た
。
和
銅
二
年

（七

O
九
）
か
ら
四
年
頃
の
話
で
あ
る
。
そ
の
訴
え
に
対
し
て
養
老
七
年
（
七
二
三
）

に

判
決
が
下
り
、
広
麻
呂
の
主
張
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
そ
れ
ら
の
敗
訴
奴
鱒

が
所
属
す
る
山
背
・
摂
津
・
右
京
の
三
国
は
、
刑
部
省
の
命
を
受
け
て
、
天
平
十

三
年

（七
四

二

お
よ
び
十
五
年
に
、
自
国
に
所
属
す
る
敗
訴
奴
鱒
達
を
除
籍
し

た
。
除
籍
さ
れ
た
奴
鱒
達
は
、
死
亡
し
た
広
麻
呂
の
代
わ
り
に
大
養
徳
田
の
可
是

麻
目
の
戸
に
奴
鱒
と
し
て
附
賞
さ
れ
た

（史
料
A
B
C
D
、
図
1
甲
欄
）

〈

2〉

こ
れ
ら
の
敗
訴
奴
鱒
は
長
く
良
人
と
し
て
の
生
活
を
送
っ
て
き
た
た
め
、

賊
身
分
に
さ
れ
る
こ
と
は
受
け
入
れ
が
た
く
、
身
柄
の
収
容
が
始
ま
る
と
逃
亡
し

て
姿
を
く
ら
ま
せ
た
。

〈

3
〉
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可
是
麻
巴
は
、
こ
れ
ら
の
戸
賎
を
東
大
寺
に
貫
進
す
る
こ
と
を
決
意
し
、

逃
亡
奴
縛
の
処
置
も
東
大
寺
に

一
任
し
た
。
そ
の
際
、
進
上
す
る
六
十

一
人
の
奴

縛
の
名
を
記
し
た
解
文
を
天
平
勝
宝
元
年
に
東
大
寺
に
送
っ
た
が

（F
）
、
東
大
寺

か
ら
書
き
直
し
を
要
求
さ
れ
、
天
平
勝
宝
二
年
に
再
度
書
き
直
し
た
解
文
を
東
大

寺
に
送
っ
て
い
る
（
G
、
図
1
乙
機
）

〈

4
〉

そ
れ
を
受
け
た
東
大
寺
は
、
そ
れ
ら
の
奴
嫁
を
捉
え
始
め
る

（史
料
H
I

J
K
M、
図
1
丙
欄
）

〈

5
〉

し
か
し
全
員
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、

宝
亀
三
年
の
奴
蝉
帳
で
は
、

生
益
を
含
む
十
人
名
の
名
前
が
記
録
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
（
史
料
N
、
図
1
丁
欄
）

以
上
、
非
常
に
簡
略
で
は
あ
る
が
、

平
田
氏
に
よ

っ
て
説
明
さ
れ
た
可
是
麻
日

の
貢
賎
の
過
程
を
ま
と
め
た
。
さ
ら
に
平
田
氏
は
、

〈

3
〉
に
お
け
る
こ
通
の
解

文
F
－

G
に
つ
い
て
詳
細
な
説
明
を
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
内
容
を
私
な
り
の
解



750年
（史料G)

28歳

68歳

67歳

89歳

44歳

18歳

12歳

14歳

55歳

71歳

60歳

42歳

訂

正

齢

749年
（史料F)

28歳

68歳

67歳

89歳

44歳

18店長

12歳

14歳

57歳

73成

62歳

44成

年齢の訂正

年

743年
（史料C)

表2

＋

8
歳

741年
（史料AB)

20歳

ω歳

59歳

81白星

36歳

10歳

4歳

6歳

奴稗名

49蔵

65歳

54歳

36歳

人足麻呂

古麻呂

多比女

右京戦

椋人

黒人

久Jfil夜女

摂津戦

弓張

衣屋女

姉女

飯万自女

山

背

国

右

京

職

F
の
時
点
で
の
年
齢
は

A
B
C
の
時
点
で
の
年
齢
に
八
歳

七
歳
と
い
う
よ
う
に
、

律令良賎制下の奴鱒の存在形態〔小倉〕

を
足
し
た
年
齢
に
な
っ
て
い
る
。

摂

津

職

A
B
は
天
平
十
三
年
（
七
四

こ

に
舎
か
れ
、

釈
で
ま
と
め
る
と
以
下
の

様
で
あ
る
。

天
平
勝
宝
元
年
の
解
文

F
に
は
不
備
が
あ
る
。

つ
目
は
、
年
齢
に
つ
い
て

の
ミ
ス
で
あ
る
。
表
2
に

示
し
た
通
り
、
史
料
A
B

C
と
史
料

F
に
登
場
す
る

人
物
の
年
捗
乞
比
較
す
る
と
、

た
と
え
ば
、
奴
足
人
は

A

十
六
歳
↓
F
四
十
四
歳
、

奴
古
麻
呂
は

B
五
十
九
歳

↓

F
六
十
七
歳
、
奴
弓
張

は
C
四
十
九
歳
↓

F
五
十

F
は
天
平
勝
宝
元
年

（七
四
九
）

し
い
が
、

に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

A
B
と
F
の
関
係
に
お
い
て
は
こ
の
計
算
は
正

F
の

C
は
天
平
十
五
年

（七
四
三）

に
作
成
さ
れ
た
文
書
で
あ
る
か
ら
、

時
点
で
は
六
歳
足
さ
れ
て
い
る
の
が
正
解
で
あ
り
、

す
な
わ
ち
、

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

F
は
A
B
C
の
内
容
を
見
な
が
ら
機
械
的
に
八
歳
を
足
し
た
文
書
で

F
の
年
齢
は
誤
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
F
の
作
成
の
仕
方
を
見
る
と
、
大
養
徳
固
に
送
ら
れ
た
A
l
C
が、

え
ら
れ
る
。

敗
訴
奴
縛
の
所
有
を
証
明
す
る
公
験
と
し
て
可
是
麻
呂
に
下
給
さ
れ
て
い
た
と
考

二
つ
目
の
不
備
は
、

B
C
で
死
亡
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
奴
鱒
が
F
で
進
上
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
図
1
の
甲
欄
下
部
お
よ
び
表
3
で
示
し
た
よ
う
に
、

C
で
は
飯
虫
女
・
伊
蘇
女

・
雲
足
・
古
麻
日

・
蹟
女

・
稲
女
・
船
木
万
自
女
・
法

は

こ
れ
ら
の
死

麻
自
に
つ
い
て
、
死
亡
し
た
と
い
う
注
記
が
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
F
の
時
点
で

時大摂ての料
の麻津い閑 A
二 呂 田 る に B
人・の奴削 C
だ嫌奴蝉除か
け根伊はさら
で豆賀、れ F

表3 進上奴縛の削除関係

史料Bc Dにおいて注記のある奴縛達（表2の甲欄下部）

「前除籍J（史料D)I 「死」（史料BC) I 「逃」（史料C)

飯虫女｜雲足｜！資女｜万自女

伊蘇女｜古麻呂 ｜稲女 ｜法麻呂

＿＿..レ 「前除絡」の2人を削除

史料Fにおける進上奴僻遠 （表2の乙欄左側）

亡
奴
縛
は
全
員
削

除
さ
れ
ず
に
寄
進

さ
れ
て
い
る
。
史

あ
り
、
こ
の
二
人

が
除
か
れ
た
の
は
、

史
料
D
に
お
い
て
「
前

除
籍
」
の
注
記
が
あ

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

釈波美国大~、豆女大麻呂

「死J（史料BC)

雲 足 ｜！賢女｜刀自女

古麻呂 Ifffi 女｜法麻呂

.... レ死亡奴鱒（の一部）を削除

史料Gにおける進上奴縛遼（表2の乙欄右側）

「前除籍J（史料D)I 「死J（史料BC)

（削除）｜（削除）｜際女

（削除）｜（削除） ｜稲女

＊史料Gにおいても、まだ不備は残っている。

「逃」（史料C)

飯虫女

伊蘇女

「前除籍」（史料D)

根波美

釈波美

「逃」（史料C)

国

国大

大
（削除）

法麻呂

（削除）

（削除）

（削除）

大麻呂

B 
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ま
た
、
図
1
の
乙
欄
の
天
平
勝
宝
元
年
欄
お
よ
び
表
4
で
示
し
た
よ
う
に
、

で
は
新
た
に
由
多
気
・
豊
士
一
・
白
万
自
売
・
古
万
自
売
・
千
織
売
の
五
人
が
進
上

さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
図
1
に
お
い
て
名
前
の
前
に
交
を
つ
け
た
、

「
未
除
本

籍
」
の
注
記
を
さ
れ
た

一
二
人
が
今
後
の
手
続
き
を
東
大
寺
に
委
任
す
る
形
で
貢

進
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
い
っ
た
F
に
対
し
て
、

G
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、

表
2
に
示
し
た
よ
う
に
、

C
F
問
の
年
齢
の
計
算
ミ
ス
が
正
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
図
1
の
乙
欄
お
よ
び
表
3
に
示
し
た
よ
う
に
、

F
で
は
削
除
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
死
亡
奴
婚
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
古
万
自
女
・
古
阿
祢
・
由

多
気
・
豊
土

・
白
万
自
売

・
古
刀
自
売
・
千
継
売
の
七
人
が
歴
名
か
ら
削
除
さ
れ

て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
削
除
さ
れ
た
奴
縛
の
人
数
分
、
新
た
な
奴
舛
が
差
し
替
え

ら
れ
て
登
場
し
て
い
る
。
差
し
替
え
ら
れ
て
登
場
し
た
十
二
人
の
歴
名
は
図
1
の

乙
欄
の
天
平
勝
宝
二
年
欄
最
右
部
に
示
し
た
。

さ
ら
に
F
で
「
未
除
本
籍
」
の
注
記
の
あ
っ
た
十
二
人
の
う
ち
、

G
で
削
除
さ
れ

た
古
万
自
女

・
古
阿
祢
を
除
く
十
人
と
、

差
し
替
え
ら
れ
て
G
で
初
登
場
し
た
古
万

自
女
の
計
十

一
人
に
関
し
て
、
敗
訴
奴
紳
と
の
血
縁
関
係
が
示
さ
れ
、
そ
れ
ら
は

「
和
銅
元
年
勘
」
「
養
老
五
年
勘
」

「
天
平
十

一
年
勘
」

「
天
平
十
二
年
勘
」
の
う

ち
、
い
ず
れ
の
勘
籍
に
よ
っ
て
確
認
し
た
の
か
と
い
う
根
拠
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

図
1
の
乙
欄
の
天
平
勝
宝
二
年
欄
中
央
列
に
お
い
て
名
前
の
前
に
女
が
つ
い
て

い
る
の
が
、
敗
訴
奴
蝉
と
の
血
縁
関
係
が
示
さ
れ
た
奴
蝉
で
あ
る
。
各
自
の
血
縁

関
係
と
そ
の
根
拠
と
な
る
勘
籍
は
図
2
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。

「勘
籍
」
は
刑 F 
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＊…史料匹図に登場する敗訴糊 ＊…史料固で東大寺に進上された捌

※万自女・醐・若麻呂同期しては、u、ずれも史料固で初登場しており、

巨図の麟奴鱒との血縁関係は記されていない。

史料上の扱いから、おそらく敗綜奴鱒と血縁関係であろうと考えられる。

図2 史料Gにおいて敗訴奴縛との血縁関係が示された奴縛達

部
省
に
留
め
る
決
ま
り
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
は
、
可
是
麻
巴
自
身
が
刑
部
省
に

出
向
く
な
り
文
書
で
問
い
合
わ
せ
る
な
り
し
て
調
べ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
、
つ
に
、

G
は
、
不
備
の
あ
っ
た
F
を
訂
正
し
、
死
亡
奴
蝉
等
を
削
除
し

た
こ
と
で
減
っ
た
人
数
を
別
の
戸
賎
で
差
し
替
え
て
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

以
上
が
、
平
田
氏
の
解
説
を
私
な
り
に
解
釈
し
て
ま
と
め
た
結
果
で
あ
る
。

（

2
）
平
田
説
の
検
討

以
上
、
平
田
氏
の
解
釈
を
確
認
し
た
。
こ
れ
ら
の
説
明
に
は
大
筋
に
お
い
て
は



同
意
し
た
い
が
、

い
く
つ
か
の
疑
問
点
・
問
題
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
、
敗
訴
奴
鱒
達
は
、
大
宅
家
か
ら
逃
亡
し
た
奴
純
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

が
、
し
か
し
、
こ
れ
ほ
ど
大
人
数
の
奴
鱒
が
す
っ
か
り
逃
亡
し
て
し
ま
う
こ
と
が
可

能
な
の
だ
ろ
う
か
。
広
麻
自
・
可
是
麻
呂
と
敗
訴
奴
鱒
逮
の
関
係
性
に
疑
問
が
残
る
。

さ
ら
に
、
平
田
氏
は
、
敗
訴
奴
姉
達
は
逃
亡
先
で
「
良
人
と
し
て
編
賞
さ
れ
て
」

い
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
根
拠
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
平
田
氏
は
そ
の
根
拠
と

し
て
、
摂
津
国
の
軽
部
造
弓
張
と
右
京
の
鞠
智
足
人
、
山
背
国
の
牛
甘
が
戸
主
と

し
て
編
賞
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
戸
主
に
な
れ
た
と
い
う
こ
と

は
良
人
だ
と
認
め
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
家
人
も
戸
主
に
な
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
良
人
だ
っ
た
と

断
言
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
彼
ら
が
良
人
と
し
て
編
賞
さ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、

賎
が
逃
亡
先
で
良
と
し
て
編
賞
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る

が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
可
是
麻
呂
の
東
大
寺
へ
の
買
賎
の
目
的
も
疑
問
で
あ
る
。
東
大
寺
に
奴

鱒
を
進
上
す
る
こ
と
で
東
大
寺
ま
た
は
政
府
か
ら
何
ら
か
の
見
返
り
を
得
よ
う
と

律令良賎制下の奴縛の存在形態、〔小倉〕

し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
行
為
が
一
般
的
な
ら
ば
、
可
是
麻

呂
以
外
に
も
数
多
く
の
人
が
東
大
寺
へ
の
貢
賎
を
行
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し

か
し
、
記
録
さ
れ
て
い
る
の
は
可
是
麻
自
の
み
で
あ
り
、

や
は
り
可
是
麻
自
の
行

動
は

一
般
的
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
可
是
麻
呂
に
よ
る
東

大
寺
へ
の
貢
股
が
行
わ
れ
た
の
か
。

さ
ら
に
、
平
田
氏
に
よ
る
、

F
G
の
関
係
に
関
す
る
説
明
に
も
問
題
点
が
あ
る
。

ま
ず
、

F
か
ら

G
に
お
い
て
削
除
さ
れ
た
由
多
気
・
豊
土
・
白
万
自
売

・
古
万
自

売

・
千
継
売

・
古
万
自
女
・
古
阿
祢
の
七
人
の
奴
緋
が
ど
う
い
う
立
場
の
者
で
あ

る
の
か
が
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
削
除
さ
れ
た
奴
稗
に
代
わ

っ
て
新
た
に

登
場
し
た
奴
蝉
が
ど
の
よ
う
な
立
場
の
者
な
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
ま
っ

た
く
触
れ
て
お
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
死
亡
等
の
理
由
で
削
除
さ
れ
た
奴
鱒
達
の

代
わ
り
に
新
た
に
進
上
さ
れ
た
奴
姉
達
は

一
体
何
者
な
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い

て
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
大
き
な
問
題
で
は
な
い
か
。
F
G
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
も
う
少
し
詳
し
い
解
説
が
必
要
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
平
田
氏
の
説
に
対
す
る
疑
問

・
問
題
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
こ

で
、
以
下
で
各
問
題
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
る
。

①
史
料
F

G
の
関
係

ま
ず
、
F
G問
の
進
上
奴
縛
の
変
化
に
つ
い
て
、
も
う

少
し
詳
し
い
考
察
を
示
し
た
い
と
思
う
。

F
の
進
上
奴
糾
の
大
半
は

A
B
C
に
示
さ
れ
た
敗
訴
奴
嫌
で
あ
る
が
、

F
で
初

め
て
出
て
く
る
奴
鱒
は
ど
の
よ
う
な
立
場
の
奴
蝉
で
あ
ろ
う
か
。
図
1
の
乙
禰
の

天
平
勝
宝
元
年
欄
お
よ
び
表
4
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
ま
ず
、

F
で
初
登
場
し

た
奴
鱒
十
七
人
中
十
二
人
が

「未
除
本
籍
」

（図
ー
で
は
交
で
示
し
た
）
と
い
、
つ
こ
と

は
、
す
な
わ
ち
残
り
の
五
人
で
あ
る
由
多
気
・
豊
土

・
白
万
自
売
・
古
万
白
売
・

千
継
売
は
す
で
に
除
籍
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
五
人
は
、
図
1
の
乙
欄
の
天
平
勝
宝
元
年
欄
に
示
し
た
よ
う

に
、
紀
伊
郡
邑
薩
里
戸
主
軽
部
牛
甘
戸
口
も
し
く
は
乙
訓
郡
山
埼
里
戸
主
関
人
造

東
人
戸
口
の
者
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
戸
は
、
ど
ち
ら
も
A
B
C
で
示
さ
れ
た
敗

訴
奴
鱒
が
所
属
し
て
い
た
戸
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
こ
れ
ら
の
五
人
は
敗
訴
奴
鱒
の
親
族
か
何
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か
で
あ
り
、
可
是
麻
自
の
奴
鱒
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
た
め
、

遅
れ
て
除
籍
さ
れ
た
者
た
ち
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

A
B
C
に

で
は
、

「
未
除
本
籍
」
の
十
二
人
は
ど
の
よ
う
な
者
逮
で
あ
ろ
う
か
。
図
1
の

乙
欄
の
天
平
勝
宝
二
年
欄
お
よ
び
表
4
を
観
て
い
た
だ
き
た
い
。

「
未
除
本
籍
」

の
十
二
人
の
う
ち
十
人
が

G
に
お
い
て
勘
籍
を
示
さ
れ
（
図
ー
で
は
女
で
示
し
た
）
、

可
是
麻
呂
の
奴
縛
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
十
二
人
は
、
可
是
麻
日
が
F
を
作
成
す
る
時
点
で
、

史料FGの削除関係と人数関係の対比

史料Fにおいて進上された奴縛遼 （表2の乙欄左側II)

史料AB Cで記
史料Fで初めて主霊場する奴 緋 途 段1Zム

されている敗訴 由多気 「未除本籍'jの記述がある者・ 12人

奴鈍から「前除 E証 土 国 勝 去を麻呂 古万自女

!llf Jの2人 を削 自刀自女 辛刀自女 加良刀自女 ~万自女

除した、計44人 古万自女 黛万自女 銭 取 足 商店

千続女 務 麻 呂 rJli AG 古河祢

表4

史料Gにおいて進上された奴縛達 （表2の乙欄右傾II)

史料Fで進上さ
史料Fで初めて登場した奴緋途

れた奴鱒44人か
（削除） 史料Fでf未除本筋Jの記述がある者

（削除） 函 E島 若麻呂 （削除 ｝
ら、死亡奴鱒を

（削除） 辛刀自女 加良刀自女 狛刀自女
5人削除した、

（削除） m刀自女 量量 取 足 嶋
針39人

（削除） 猪麻呂 E賢 ’ぬ （削除）

※以上の1Qムは敗訴奴郷との血縁関係が不されている

＋ 

史料Gで初めて登場した奴鈍途

布佐麻呂 ｜大麻呂｜飯； 村 ｜大 倉 ｜宮麻呂｜字紙 麻 呂

安麻呂｜飯持女｜万美女 ｜麻万自女 ｜満 女｜古万自女

4’ 

史料Gで初めて登場した奴k揮について
－布佐麻呂 ・古刀自女・大麻呂・刀美女については、本文中で正体を示した。
－残った飯村・大倉・満女・字紙麻呂・安麻呂・飯持女・麻刀自女富麻呂の8人の正体が疑問である。

何
ら
か
の
戸
籍
を
確
認
で
き
る
史
料
で
敗
訴
奴
姉
達
と
近
し
い
者
を
探
し
、
生
益

と
思
わ
れ
る
奴
鱒
遥
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
G
を
作
成
す
る
際
に
、
勘
絡
を
示
す
こ
と
で
よ
り
明
確
に
自
分
の
所
有
権
を
主

張
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
う
ち
古
万
自
女
と
古
阿
祢
の
二
人
は
、

F
か
ら
G
に
書
き
直
さ
れ

る
際
に
削
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
十
人
は
全
員
、
敗
訴
奴
熔
の
子
供
で
あ
る

こ
と
を
確
か
め
た
勘
絡
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
削
除
さ
れ
た
古
万
自
女
と
古

阿
祢
の
二
人
は
そ
れ
が
で
き
な
か

っ
た
、
す
な
わ
ち
生
益
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き

な
か
っ
た
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
で
、

F
か
ら
G
に
お
い
て
削
除
さ
れ

た
奴
蝉
の
う
ち
、
古
万
自
女
と
古
阿
祢
に
つ
い
て
は
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

な
お
、

G
で
生
益
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
十
人
が
、
未
除
籍
で
あ
る
こ
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と
か
ら
、
生
益
等
の
除
籍
が
完
全
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
。

そ
れ
で
は
、

F
か
ら

G
に
書
き
換
え
ら
れ
る
際
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
除
籍
も

済
ん
で
い
る
は
ず
の
、
由
多
気
・
盛
土
・
千
継
女

・
古
万
自
女
・
白
刀
自
女
の
五

人
が
削
除
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
図
1
の
乙
欄
の
天
平
勝
宝

元
年
欄
に
示
し
た
、
豊
土
・
千
継
女
・
古
万
自
女
・
白
万
自
女
の
四
人
が
所
属
し

て
い
た
山
背
国
乙
訓
郡
山
埼
里
戸
主
間
人
造
東
人
戸
に
注
目
し
た
い
。

こ
の
戸
に
同
じ
く
所
属
し
て
い
た
メ
ン
バ
ー
に
奴
薮
原

（図
ー
で
は
．
を
付
け

た
）
が
い
る
。
奴
薮
原
は
、

B
に
記
さ
れ
た
敗
訴
奴
燥
で
あ
る
が
、
史
料
M
に
お

い
て
、
東
大
寺
の
命
を
受
け
て
逃
亡
奴
鯨
を
捕
ま
え
て
い
る
様
子
が
記
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
薮
原
は
実
際
に
東
大
寺
で
使
役
さ
れ
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
薮
原
が
東
大
寺
に
捕
獲
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
な



薮
原
は
、
可
是
麻
呂
が
東
大
寺
に
奴
解
を
進
上
し
た
天
平
勝
宝
元
年
の
時
点
で
、

す
で
に
可
是
麻
呂
の
手
元
に
実
際
に
捕
ま
っ
て
お
り
、
実
際
に
東
大
寺
に
引
き
渡

さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
考
え
れ
ば
、

盛
土

・
千
継
女

・
古
万
自
女

・
白
万
自
女
も
天
平
勝
宝
元
年

の
時
点
で
実
際
に
可
是
麻
呂
の
手
元
に
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
、
自
身
の

奴
抽
鮮
が
欲
し
か
っ
た
可
是
麻
呂
は
、
こ
れ
ら
四
人
を
手
元
に
残
す
こ
と
に
し
、

の
代
わ
り
に
実
体
の
な
い
奴
蝉
を
差
し
替
え
て
進
上
し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ

が
G
で
初
登
場
す
る
奴
蝉
遥
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

な
お
、
薮
原
が
手
元
に
残
さ
れ
ず
に
東
大
寺
に
進
上
さ
れ
た
理
由
は
、
薮
原
は

史
料
B
に
記
さ
れ
た
敗
訴
奴
蝉
の

一
人
で
あ
り
、
死
亡
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
に

突
然
進
上
奴
蝉
の
リ
ス
ト
か
ら
削
除
す
れ
ば
、
疑
問
に
思
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る

た
め
で
は
な
い
か
。

そ
の
点
、
由
多
気

・
豊
土

・
千
継
女
・
古
万
自
女
・
白
万
自
女
ら
の
削
除
に
つ

い
て
は
、
可
是
麻
自
の
奴
鱒
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な

説
明
を
す
れ
ば
、
東
大
寺
が
わ
さ
わ
ざ
調
べ
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
東

律令良賎制下の奴娯lの存在形態〔小倉〕

大
寺
に
進
上
せ
ず
手
元
に
所
有
し
て
い
る
奴
鱒
が
い
る
こ
と
が
東
大
寺
に
見
つ
か

り
、
進
上
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
発
覚
し
や
す
い
薮
原
は
東

大
寺
に
送
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

最
後
に
、

G
で
初
め
て
登
場
す
る
十
二
人
は
ど
の
よ
う
な
人
物
か
、
考
え
て
い

き
た
い
。
十
二
人
の
う
ち
、
布
佐
麻
目
H
総
麻
呂
は
、

N
に
よ
り
奈
為
女
の
子
供

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
生
益
で
あ
る
。
古
万
自
女
も
G
で
弓
張
の
子

供
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
た
め
、
生
益
で
あ
る
。
大
麻
自
は
年
齢
か
ら
し

て
伊
賀
臣
大
麻
呂
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
誤
記
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

万
美
女
は
G
で
国
勝

・
若
麻
呂
の
母
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
敗
訴
奴
舛

の
よ
う
な
扱
わ
れ
方
で
あ
る
。
敗
訴
奴
燥
の
親
族
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で

あ
ろ
う
。

正
体
が
わ
か
る
の
は
以
上
の
四
人
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
四
人
を
除
い
た
八

そ

人
の
正
体
は
、
ま
っ
た
く
謎
で
あ
る
。
こ
れ
は
重
要
な
問
題
点
で
あ
る
。
差
し
替

え
奴
縛
と
し
て

G
で
初
登
場
し
た
人
人
は
、

一
体
何
者
な
の
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
平
田
氏
に
よ
る

F
G
の
関
係
に
つ
い
て
の
説
明
に
対
す
る
疑

問
点
を
考
察
し
、
そ
の
結
果
、

G
で
初
登
場
す
る
飯
村
・
大
倉
・
満
女
・
字
筑
麻

日
・
安
麻
日
・
飯
持
女
・
麻
刀
自
女
・
宮
麻
呂
の
八
人
の
正
体
が
疑
問
点
と
し
て

残
る
旨
を
述
べ
た
。

②
可
是
麻
呂
の
東
大
寺
へ
の
貢
賎
の
目
的

東
大
寺
へ
の
貢
践
の
目
的
は
何
で

あ
ろ
う
か
。
先
行
研
究
で
は
、
武
田
祐
吉
氏
が
「
宝
の
持
ち
腐
れ
と
い
う
よ
う
な

感
を
懐
か
し
め
て
い
た
も
の
を
寺
家
の
手
に
移
し
た
」
と
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
可

是
麻
呂
の
栄
達
に
も
つ
な
が
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
添
え
て
お
ら
れ
、
平
田
秋
二
氏

は
「
自
分
の
力
で
は
と
て
も
戸
賎
の
収
容
は
で
き
な
い
と
悟
っ
た
可
是
麻
目
は
、

戸
賊
を
東
大
寺
に
施
入
す
る
こ
と
を
決
意
し
、

寺
に

一
任
し
た
。
」
と
さ
れ
た
。

（中
略
）
逃
亡
奴
燥
の
処
置
も
東
大

し
か
し
、
所
有
権
を
持
て
余
す
と
い
う
感
覚
は
納
得
し
難
い
し
、
そ
う
気
軽
に
貢

賎
が
行
わ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

や
は
り
可
是
麻
呂
と
東
大
寺
が
何
ら
か
の
関
係
を
元
々
持
っ
て
い
て
、
労
働
力
を

欲
し
て
い
る
東
大
寺
に
協
力
す
る
形
で
貢
賎
が
行
わ
れ
た
、
と
考
え
る
の
が
妥
当
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で
あ
ろ
う
。

き
て
、
残
っ
た
問
題
点
は
次
の
三
つ
で
あ
る
。

〈

1
〉

敗
訴
奴
鱒
と
大
宅
朝
臣
広
麻
呂
・
可
是
麻
自
の
関
係

〈

2
〉

敗
訴
奴
鱒
達
は
逃
亡
先
で
良
と
し
て
編
賞
さ
れ
て
い
た
の
か
。
ま
た
、

も
し
そ
う
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
し
て
奴
鱒
達
が
良
と
し
て
編
貫
さ
れ
る
こ

と
が
で
き
た
の
か
。

〈

3
〉

史
料
G
で
初
登
場
し
た
十
二
人
の
う
ち
、
正
体
不
明
の
八
人
は
ど
う

い
う
奴
縛
か
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
述
べ
る
。

四

茨
田
久
比
麻
呂
解
の
検
討

ま
ず
は
問
題
点

〈
1
〉

で
あ
る
敗
訴
奴
縛
と
大
宅
朝
臣
広
麻
日
・
可
是
麻
呂
の

関
係
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
敗
訴
奴
蝉
遥
が
ど
の
よ
う
な
立
場
の
者
で
あ
っ
た
か

を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
、
史
料
L
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
茨
田
久
比
麻
目
と
い
う

人
物
が
、
史
料
H
I
J
で
東
大
寺
に
捕
え
ら
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
敗
訴

奴
蝉
達
の
名
前
を
あ
げ
、
良
身
分
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
た
解
文
で
あ
る
。
敗
訴
奴

蝉
の
立
場
を
示
す
様
な
事
柄
が
書
か
れ
て
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
詳
し
く
見
て
い

こ
う
と
思
う
。

（1
）
茨
田
久
比
麻
呂
解
の
解
釈

L 

天
平
勝
宝
三
年
三
月
十
日
「
茨
田
久
比
麻
自
解
」

（
「大
日
本
古
文
書
」
編
年

文
=¥!,t 

巻

四
九

一
ー
ー
四
九
二
頁）

口
口
口
伊
都
人
夫
茨
回
久
比
麻
呂
解

申
大
宅
朝
臣
加
是
麻
呂
与
久
比
麻
呂
争
良
人
賎

口
口

ム
ロ
捌
人

見
守
侍
十
七
人

口
口
忌
寸
族
登
与
足

「入本」

口
背
忌
す
族
三
嶋
先

山
背
忌
す
族
万
自
売

女
千
縄
、
帳
不
除

軽
部
造
伊
与
志

軽
部
遊
具
屋
足
売

男
安
居
師
刷

女
多
比
売

巴
上
三
人
帳
除
不

女
毛
知
先

茨
回
奈
為
究

男
麻
呂

間
収
不
除

茨
田
万
自
売

川押
抗
体
人
男
大
奈
麻
呂

巳

上

五

刻
油
市
麻
呂
女
稲
刀
自
女

人

級

不

除

以
前
人
夫
、
祖
父
祖
母
籍
、
自
ニ
庚
午
年
一始
五
比
七
比
籍
、
附
ニ
浄
良
人
所
一レ貫、

の
息
隷
状
録
、
恐
々
謹
以
申
、
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天
平
勝
寅
三
年
三
月
七
日

茨
田
久
比
麻
呂

遊
部
足
得

茨
回
石
男

茨
回
大
垣

こ
の
史
料
で
論
点
と
な
る
の
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。

一
つ
目
は
「
合
捌
人

見
寺
侍
十
七
人
」
の
解
釈
に
つ
い
て
、

二
つ
目
は
久
比
麻
自
が
自
分
た
ち
を

「人

夫
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
に
つ

い
て、

三
つ
目
は
自
分
た
ち
が
良
身
分
で
あ
る
こ

と
を
主
張
し
て
い
る
「
以
前
人
夫
、
祖
父
祖
母
籍
、
自
二
庚
午
年
一
始
五
比
七
比

籍
、
附
ニ
浄
良
人
所
一
レ
貰
」
と
い
う
一
文
の
解
釈
に
つ
い
て
で
あ
る
。

①

「合
捌
人

見
寺
侍
十
七
人
」
の
解
釈

ま
ず
は

一
つ
自
の
「
合
捌

人

見
寺



寺
侍
十
七
人
」
の
解
釈
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

「
合
計
八
人
」
と

「現
に
東
大
寺

に
居
る
十
七
人
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
誰
の
こ
と
を
指
し
て
い

る
の
か
。

史
料
に
書
い
で
あ
る
敗
訴
奴
蝉
の
名
前
は
大
文
字
だ
け
で
七
人
、
小
文
字
で
舎

か
れ
た
名
前
を
全
て
合
わ
せ
た
場
合
で
十
六
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
合
捌
人

見
寺
侍
十
七
人
」
の
記
述
に
対
し
て
人
数
が
合
わ
な
い
の
だ
。
欠
け
て
い
る
一
人

は
そ
れ
ぞ
れ
誰
を
示
す
の
か
。

ま
ず
「
見
寺
侍
十
七
人
」
に
つ
い
て
考
え
る
。
表
2
の
丙
欄
を
見
て
い
た
だ
き

た
い
。

L
で
名
前
が
啓
か
れ
て
い
る
十
六
人
は
、
全
員
H
I
Jで
東
大
寺
に
捕
え

ら
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
奴
純
で
あ
る
。
そ
し
て
、

H
I
J
に
記
さ
れ
た
奴

嫁
の
う
ち
、
登
与
足
H
豊
足
の
娘
、
須
手
女
だ
け
が
L
に
名
が
あ
が
っ
て
い
な
い
。

こ
れ
は
書
き
落
と
し
で
あ
ろ
う
。
本
来
は
須
手
女
も
L
に
書
か
れ
て
い
る
は
ず
だ

っ
た
の
で
あ
り
、
須
手
女
を
合
わ
せ
て
十
七
人
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は

「八
人
」
は
、
敗
訴
奴
純
で
あ
る
大
文
字
の
七
人
に
加
え
て
誰
を
示

し
て
い
る
の
か
。
お
そ
ら
く
久
比
麻
呂
自
身
を
入
れ
て
八
人
と
捉
え
る
の
が
妥
当

律令良賎伽l下の奴鈍の存在形態〔小倉〕

で
あ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
久
比
麻
邑
は
、
ま
だ
東
大
寺
に
捕
ま

っ
て
い
な
い
な
が
ら
も
、
東

大
寺
に
良
身
分
を
主
張
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
が
除
籍
さ
れ
て
い
る

の
か
ど
う
か
、
東
大
寺
に
進
上
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、

に
見
え
る
茨
田
奈
為
売
・
茨
田
万
自
売
と
親
族
関
係
で
あ
る
可
能
性
も
高
く
、
お

そ
ら
く
彼
も
敗
訴
奴
鈍
の
親
族
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
久
比
麻
呂
は
東
大
寺
に
捕
ま
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
自
ら
訴
え
を
起

こ
し
て
わ
ざ
わ
ざ
目
立
と
う
と
す
る
だ
ろ
う
か
。
賎
民
に
さ
れ
か
ね
な
い
危
険
な

行
動
で
あ
る
。
久
比
麻
呂
が
自
分
の
こ
と
を
良
人
だ
と
信
じ
て
い
て
勝
訴
す
る
自

信
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
親
族
も
連
行
さ
れ
て
し

ま
い
、
久
比
麻
呂
自
身
も
東
大
寺
か
ら
逃
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
危
機
感
を
感
じ
、

最
後
の
抵
抗
に
で
た
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
久
比
麻
日
は
他
の
史
料
で
は
見
当
た
ら
な
い
。
彼
が
敗
訴
奴
輝
の
親

族
と
し
て
東
大
寺
に
進
上
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

い
つ
進
上
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
、
っ
か
。

思
い
当
た
る
の
は
、
書
き
な
お
さ
れ
た
史
料
G
に
お
い
て
も
ま
だ
、
死
亡
奴
糾
が

含
ま
れ
て
い
る
な
ど
の
不
備
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
差
し
替
え
が
行
わ
れ

て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

つ
ま
り
、
久
比
麻
呂
は
敗
訴
奴
鱒
の
親
族
で
あ
り
、

G
の
不
備
に
対
す
る
差
し

替
え
奴
縛
と
し
て
、

G
が
替
か
れ
た
後
に
可
是
麻
目
か
ら
東
大
寺
に
進
上
さ
れ
た

奴
縛
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
前
節
で
問
題
点
と
し
て
あ
げ
た
、

差
し
替
え
ら
れ
て
G
で
初
め
て
登
場
し
た
八
人
の
正
体
も
、
敗
訴
奴
糾
の
親
族
・

生
益
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
な
っ
た
と
言
え
る
。

②

「
人
夫
」
と
い
う
表
現

で
は
二
つ
自
の
論
点
で
あ
る
「
人
夫
」
と
い
う
言

業
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
で
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
人
夫
」

と
い

う
言
葉
は
、

『続
日
本
紀
』
の
盤
亀
二
年
四
月
乙
丑
の
詔
・
養
老
六
年
間
四
月
乙

L 

丑
官
奏
や
、
軍
防
令
日
、
回
令
担
等
の
史
料
で
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
か
ら
「
人

夫
」
の
立
場
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

「
人
夫
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は

諸
説
あ
る
が
、
平
田
氏
は
、

「
人
夫
」
と
は
、
公
的
な
機
関
に
使
役
さ
れ
て
い
る

者
逮
を
指
す
言
葉
で
あ
ろ
う
、
と
し
た
。
私
も
こ
の
意
見
に
賛
成
し
た
い
。
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注
目
す
べ
き
な
の
は
、
次
に
示
す
天
平
宝
字
二
年
十
二
月
二
十
二
日
「
筑
前
回

早
良
郡
人
夫
三
宅
連
坐
継
解
」
（

『大
日
本
古
文
啓
』
巻
十
四
（
追
加
八
）

二
七
O
｜
二

七
一一
良
）
を
見
る
限
り
、
こ
の
言
葉
は
奴
婦
に
は
使
わ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
こ
と
だ
。

筑
前
園
早
良
部
人
夫
三
家
連
立
継
解

申
下
進
二
奴
蝉
等
一券
立
上
事

合

伍

人

奴

三
人

縛
三
人

酬
直
稲
慰
仔
陸
伯
束

准
銀
一
百
一十
五
雨

奴
資
比
麻
呂
年
品
川
一

直
稲
萱
仔
武
伯
束

奴
奄
美
年
十
五

直
稲
玖
伯
東

奴
綾
麻
呂
年
十
五

直
稲
玖
侶
束

制
時
宅
先
年品
川七

直
稲
笠
仔
束

鱒
小
黒
売
年
六

直
稲
陛
伺
束

右
、
観
世
音
寺
之
稲
代
物
逃
納
既
謡
、
仰
録
ニ
事
状
－、
依
レ
式
立
券
、
以
解
、

天
平
宝
字
二
年
十
二
月
廿
二
日

奴
蝉
主
三
家
述
並
継

母
早
良
勝
飯
持
売

（後略）

こ
の
史
料
は
、

「人
夫
」
で
あ
る
三
家
連
豊
継
と
そ
の
母
で
あ
る
早
良
勝
飯
持

売
が
、
観
世
音
寺
の
稲
を
弁
償
す
る
た
め
、
自
分
達
が
所
持
す
る
奴
抽
併
を
観
世
音

寺
に
進
上
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
史
料
で
あ
る
。
こ
の
史
料
で
は
、

「
人
夫
」

と
奴
鱒
は
立
場
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「
人
夫
」
と
い
う
一言
葉

は
奴
嫌
に
は
使
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
久
比
麻
自
は
、
自
分
た
ち
は
良
身
分
で

あ
っ
て
奴
燐
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
、

「
人
夫
」
と
い
う
言
葉

を
選
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
。

な
お
、

L
に
は
人
夫
遠
の
姓
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
賎
身
分
の
者
は
無
姓
で
あ

る
。
久
比
麻
呂
が
自
分
逮
の
良
身
分
を
主
張
す
る
た
め
に
姓
を
書
い
た
こ
と
が
窺

え
る
。

③

「祖
父
祖
母
籍
」

「五
比
七
比
籍
」
の
解
釈

そ
れ
で
は
、

＝一つ
目
の
論
点

で
あ
る
「
以
前
人
夫
、
祖
父
祖
母
籍
、
自
二
庚
午
年
一始
五
比
七
比
籍
、
附
二
浄
良

人
所
一レ
貫
」
の
解
釈
を
考
え
た
い
と
思
う
。
た
だ
し
、
そ
の
前
に
、
先
行
研
究
の

解
釈
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
は
、
神
野
清
一
氏
と
山
尾
幸
久
氏
の
解
釈

を
記
す
。

「五
比
七
比
籍
」
に
つ
い
て
は
、
庚
午
年
籍
か
ら
数
え
て
五
比
目
で
あ
る
和
銅

元
年
絡

（七
O
八
）
と
七
比
目
で
あ
る
養
老
五
年
絡

（七
一一一）

を
示
し
て
い
る
と

い
う
解
釈
で
二
氏
は

一
致
し
て
お
り
、
私
も
同
意
見
で
あ
る
。
問
題
は
な
ぜ
こ
の

hu 
oδ 

二
つ
の
籍
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
祖
父
祖
母
に
閲
す
る
主
張

を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

神
野
氏
は
、
久
比
麻
呂
ら
は
こ
れ
ら
の
戸
籍
を
実
際
に
確
認
し
て
い
る
は
ず
で

あ
る
と
し
、
戸
籍
が
三
十
年
で
廃
棄
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
ま
だ
和

銅
元
年
籍
が
実
見
で
き
る
頃
、

つ
ま
り
敗
訴
奴
鱒
達
が
除
籍
さ
れ
た
頃
に
、
可
是

麻
呂
と
争
っ
て
い
た
登
与
足
ら
が
こ
れ
ら
の
籍
を
確
認
し
て
い
た
の
だ
と
述
べ
て

お
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
登
与
足
ら
の
祖
父
母
が
良
人
と
し
て
記
さ
れ
て
い
た
の
が
養
老
五
年

絡
ま
で
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
当
時
登
与
足
ら
が
実
見
で
き
た
戸
籍
の
う

ち
、
和
銅
元
年
籍
か
ら
養
老
五
年
絡
ま
で
が
、
先
祖
か
ら
良
身
分
で
あ
っ
た
と
い

う
登
与
足
ら
の
主
張
を
証
明
で
き
る
戸
籍
で
あ
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
久
比
麻



昌
は
、
か
つ
て
の
登
与
足
ら
の
主
張
を
継
い
で
い
る
の
だ
。

一
方
で
山
尾
氏
は
、
こ
の
二
つ
の
戸
絡
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
単
純
に
人

夫
達
が
ど
ち
ら
か
の
戸
籍
ま
で
良
人
と
し
て
記
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
そ
し
て
彼
ら
の
良
身
分
主
張
の
根
拠
は
、
祖
父
祖
母
が
良
人
で
あ
っ
た
と

い
う
訴
え
に
こ
そ
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
山
尾
氏
の
説
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
人
夫
達
の
祖
父
祖
母
は
、
か
つ
て
大
宅
家
に
隷
属
し
て
い
た
旧
ヤ

ツ
コ
で
あ
っ
た
が
、
庚
寅
年
籍
に
お
い
て
正
当
に
良
人
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

後
々
に
な
っ
て
も
と
も
と
隷
属
し
て
い
た
大
宅
家
に
訴
え
ら
れ
、
敗
訴
し
て
し
ま

ぃ
、
人
夫
遥
は
賎
身
分
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
人
夫
達
は
、
か
つ
て
正
当

に
良
身
分
が
認
め
ら
れ
た
は
ず
の
祖
父
祖
母
の
名
を
あ
げ
る
こ
と
で
、
自
分
達
の

良
身
分
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
。

し
か
し
、
山
尾
氏
の
こ
の
意
見
に
は
賛
成
し
難
い
。
祖
父
母
の
代
に
正
当
に
良

民
に
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
人
夫
達
は
そ
の
旨
を
も
っ
と
明
確
に
書
く
で
あ
ろ
う
。

私
見
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、

二
つ
の
戸
籍
は
、
人
夫
達
が
実
際
に
確

認
で
き
る
戸
籍
だ

つ
だ
か
ら
こ
そ
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
思
う
。
た
だ
し
、
神

律令良賎制下の奴妙ーの存在形態〔小倉〕

野
氏
が
言
う
よ
う
に
、
七
三
八
年
頃
に
登
与
足
ら
が
確
認
し
た
記
録
を
元
に
し
て

い
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
解
文
が
脅
か
れ
た
天
平
勝
宝
三
年

の
時
点
で
、
久
比
麻
目
自
身
が
こ
れ
ら
の
戸
籍
を
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら

で
あ
る
。

確
か
に
神
野
氏
の
言
う
通
り
、
久
比
麻
自
が
訴
え
を
起
こ
し
た
の
は
七
五

一
年

で
あ
り
、
五
比
籍
は
す
で
に
廃
棄
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一

年
前
の
七
五

O
年
、
可
是
麻
目
も
和
銅
元
年
絡
を
見
て
い
た
で
は
な
い
か
。
図
2

を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

史
料

G
で
東
大
寺
に
進
上
す
る
奴
蝉
の
血
縁
関
係
を
示
し
た
際
に
、

「
和
銅
元

年
勘
」
と
い
う
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
戸
籍
そ
の
も
の
を
見
た
わ
け

で
は
な
く
、
広
麻
呂
訴
訟
の
際
に
行
わ
れ
た
勘
籍
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
訴
訟
関
連
資
料
は
、
ま
と
め
て
刑
部
省
が
所
持
し
て
お
り
、

裁
判
の
当
事
者
は
、
求
め
れ
ば
閲
覧
で
き
る
状
態
だ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
だ
と
し
た
ら
、
久
比
麻
呂
が
勘
絡
の
書
類
を
見
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
の

で
あ
る
。

実
際
、
可
是
麻
巴
が

G
で
示
し
た
勘
籍
は
、
和
銅
元
年
勘
・
養
老
五
年
勘
・
天

平
十

一
年
勘
・
天
平
十
二
年
勘
の
四
つ
で
あ
り
、
敗
訴
奴
縛
達
が
敗
訴
す
る
前
の

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
は
、
和
銅
元
年
勘
と
養
老
五
年
勤
の
二
つ
の
み
で
あ
る
。

久
比
麻
呂
は
こ
の
、
敗
訴
奴
鱒
達
が
敗
訴
前
に
良
人
と
し
て
編
買
さ
れ
て
い
た
こ

と
を
示
す
二
つ
の
戸
籍
を
訴
訟
の
根
拠
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
祖
父
母
の
こ
と
が
脅
か
れ
て
い
る
の
は
、
単
純
に
二
つ
の
勘
籍
に
祖
父

母
が
載
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
先
祖
か
ら
良
人
だ
っ
た
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
史
料
A
B
C
に
記
さ
れ
た
敗
訴
奴
嫁
達
は
、
良
人
と
し
て
戸

に
付
け
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
訴
え
ら
れ
て
敗
訴
し
た
結
果
、
奴
鱒
に
な
っ
た
の

で
あ
っ
て
、
彼
ら
が
敗
訴
・
除
籍
前
は
良
人
と
し
て
戸
に
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と

は
周
知
の
事
実
で
し
か
な
く
、
裁
判
に
お
け
る
有
効
性
は
無
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
人
夫
達
は
敗
訴
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
茨
田
久
比
麻
呂
は
、
敗
訴
奴
縛
の
親
族
で
あ
り
、
自
分
達
の
良
身
分

を
主
張
す
る
た
め
に
訴
訟
を
起
こ
し
た
。
そ
の
際
、
敗
訴
前
の
和
銅
元
年
籍
と
養
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老
五
年
籍
の
内
容
が
残
さ
れ
て
い
た
た
め
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
祖
父
祖
母
が
良
人

と
し
て
戸
に
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
た
め
、
そ
の
戸
籍
を
自
分
達

の
良
身
分
を
訴
え
る
た
め
の
根
拠
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
私
見
が
正
し
け
れ
ば
、
や
は
り
敗
訴
奴
蝉
遥
は
良
人
と
し
て
編
賞
さ
れ
て

暮
ら
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
久
比
麻
日
解
か
ら
は
、
敗
訴
奴
蝉
遥
が

い
つ
か
ら
良
人
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
、
広
麻
日
・
可
是
麻
日
と
は
ど
う
い
う
関
係

で
あ
っ
た
か
を
示
す
よ
う
な
記
述
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

（2
）
可
是
麻
昌
の
貢
賎
に
お
け
る
問
題
点
の
考
察

①
史
料
G
で
初
登
場
し
た
奴
綿
の
正
体

以
上
の
よ
う
に
茨
回
久
比
麻
呂
解
文

の
解
釈
を
示
し
た
。
そ
の
結
果
、
前
節
で
可
是
麻
口
白
の
貢
践
を
考
え
た
際
に
問
題

点
と
し
て
あ
が
っ
た
、
史
料
G
で
初
登
場
し
た
十
二
人
の
う
ち
、
正
体
不
明
の
八

人
は
ど
う
い
う
奴
蝉
か
、
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
、
敗
訴
奴
牌
の
親
族
・
生
益
で

あ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
結
論
が
出
た
。

も
し
G
で
初
登
場
し
た
十
二
人
の
う
ち
、
正
体
の
わ
か
ら
な
い
八
人
も
、
全
員
敗

訴
奴
鈍
の
親
族
や
生
益
だ
と
し
た
ら
、

F
の
時
点
で
進
上
さ
れ
な
か
っ
た
敗
訴
奴
蝉

の
親
族
や
生
益
が
少
な
く
と
も
十
二
人
存
在
し
、
さ
ら
に
六
十

一
人
に
合
わ
せ
て
十

二
人
が
登
場
し
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
実
際
に
は
、
敗
訴
奴
蝉
の
親
族
は
、

も
っ
と
多
く
存
在
す
る
可
能
性
も
大
い
に
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
可
是
麻
邑
は
大
勢
居
る
敗
訴
奴
鱒
の
親
族
や
生
益
の
全
て
を
厳
し
く
捕

え
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
く
、

一
部
を
東
大
寺
に
進
上
し
た
だ
け
で
あ
り
、
差
し

替
え
る
必
要
が
無
け
れ
ば
、
他
の
生
益
は
放
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
前
節
で

F
G
の
説
明
を
し
た
際
に
も
述
べ
た
が
、
敗
訴
奴
蝉
の

親
族
の
除
籍
は
完
全
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
の
一
番
の

原
因
は
、
刑
部
省
に
敗
訴
奴
蝉
と
そ
の
子
孫
の
除
籍
を
命
じ
ら
れ
た
は
ず
の
各
国

司
が
、
そ
の
作
業
を
完
全
に
行
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

国
司
は
自
国
の
民
が
減
る
こ
と
を
喜
び
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
何
よ
り
、
敗

訴
奴
鮮
の
親
族
を
全
て
探
し
出
す
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
か
ら
、
あ
ま
り
積
極
的
に

取
り
組
ま
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
可
是
麻
巴
も
ま
た
、
そ
れ
を

徹
底
的
に
追
及
す
る
こ
と
は
諦
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
逃
亡
奴
蝉
の
管
理
に
お

け
る
限
界
が
窺
え
る
部
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

②
敗
僻
奴
紳
と
大
宅
朝
臣
広
麻
呂
・
可
是
麻
呂
の
関
係

敗
訴
奴
蝉
と
大
宅
朝

臣
広
麻
目
・
可
是
麻
呂
の
関
係
を
考
え
る
べ
く
取
り
上
げ
た
茨
悶
久
比
麻
呂
解
文
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で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
の
関
係
は
ど
う
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
が
、
山
尾
氏
に
よ
る
、
庚
寅
年
籍
に
お
け
る
良
賎
決
定

に
納
得
の
で
き
な
い
者
が
訴
訟
を
起
こ
し
て
い
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
実
際
、

庚
寅
年
籍
は
部
曲
が
廃
止
さ
れ
て
初
め
て
の
戸
籍
で
あ
り
、
良
賎
が
定
め
ら
れ
た

戸
籍
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
良
賎
決
定
に
お
い
て
国
の
利
益
と
豪
族
の
利
益
が
対

立
し
た
と
い
う
こ
と
は
原
秀
三
郎
氏
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
通
り
で
あ
弱
。

こ
う
い
っ
た
庚
寅
年
籍
に
お
け
る
良
賎
決
定
に
不
満
を
持
つ
者
の
訴
え
の
例
と

し
て
、
紀
寺
の
奴
の
従
良
要
求
訴
訟
が
あ
げ
ら
れ
る
。

「続
臼
本
紀
』
天
平
宝
字

八
年

（
七
六
四
）
七
月
丁
未
条
に
、
紀
寺
の
奴
益
人
ら
の
訴
え
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
前
略
）
紀
寺
奴
益
人
等
訴
云
、
紀
衰
郡
臣
之
女
梗
売
、
嫁
二
木
国
氷
高
評
人

内
原
牟
羅
一、
生
二
児
身
売
・
狛
売
一
一人
一。
蒙
レ
急
、
則
臣
処
分
、
居
二
住
寺



家
一、
造
二
工
等
食
一。
後
至
ニ
庚
寅
編
戸
之
歳
一、
三
綱
校
レ
数
、
名
為
＝
奴
鱒

一。
因
レ
欺
、
久
時
告
想
、
分
雪
無
レ
由
。
空
歴
ニ
多
年
一、
干
レ
今
屈
滞
。
幸

属
三
天
朝
照
二
臨
寓
内
一、
披
ニ
陳
欝
結
一。
付
望
、
正
レ
名
者
。

（
後
略
）

奴
益
人
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
本
来
良
身
分
で
あ
っ
た
は
ず
の
綬
売
は
、
紀
寺
で

使
用
人
と
し
て
働
く
う
ち
に
、

庚
寅
年
籍
に
お
い
て
賊
身
分
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た

ら
し
い
。
こ
れ
は
そ
の
良
身
分
を
訴
え
る
た
め
の
訴
訟
で
あ
り
、
後
日
、
益
人
を

含
む
七
十
六
人
の
紀
寺
奴
蝉
が
良
身
分
を
認
め
ら
れ
た
。

こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
従
良
要
求
訴
訟
は
他
に
も
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の

一
例
と

し
て
、
神
野
氏
は
、
法
隆
寺
の
菟
柾
奴
鱒
に
よ
る
従
良
要
求
訴
訟
や
飛
鳥
寺
の
賎

に
よ
る
従
良
要
求
訴
訟
に
つ
い
て
解
釈
を
述
べ
て
お
ら
れ
列
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
法
隆
寺
の
菟
柾
奴
蝉
は
、
元
上
宮
王
家
の
使
用
人
で
あ
っ
た

人
達
で
あ
り
、
上
宮
王
家
が
滅
亡
し
た
際
に
、
四
天
王
寺
等
の
寺
に
ひ
き
と
ら
れ
、

寺
家
仕
丁
と
し
て
働
い
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
世
代
が
変
わ
る
う
ち
に
寺
奴
鱒
と

同
様
の
扱
い
を
受
け
る
よ
う
に
な
り
、
お
そ
ら
く
庚
寅
年
籍
に
お
い
て
、
賎
身
分

に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
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ま
た
、
飛
鳥
寺
の
賎
も
、
元
は
蘇
我
本
宗
家
の
部
民
で
あ
っ
た
が
、
蘇
我
本
宗

家
が
滅
亡
し
た
後
、
寺
の
使
用
人
と
し
て
働
く
う
ち
に
そ
の
子
孫
が
賎
身
分
に
さ

れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
は
寺
家
の
使
用
人
と
し
て
働

い
て
い
た
良
人
が
、
造
籍
の
時
点
で
賎
身
分
と
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
菟
柾
奴
蝉
の
存
在
を
み
る
と
、
広
麻
旦
口
・
可
是
麻
呂
に
訴
え
ら

れ
た
人
々
も
、
こ
う
い
っ
た
人
々
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
山
尾
氏
は
、

庚
寅
年
絡
で
良
と
な
っ
た
者
連
が
訴
え
ら
れ
た
、
と
言
っ

て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の

逆
で
、
も
と
も
と
は
大
宅
家
に
私
的
な
契
約
の
下
で
仕
え
て
い
た
良
人
遥
が
、
庚

寅
年
籍
の
時
点
で
肢
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
を
知
っ
た
元
良
人
達
は
、
ま
だ
強
い
支
配
を
受
け
る
前
に
皆
逃
亡
し
た
。

そ
う
考
え
れ
ば
、
あ
れ
だ
け
多
く
の
奴
鱒
が

一
斉
に
逃
亡
し
た
と
い
う
の
も
納
得

が
い
く
。
し
か
し
彼
ら
は
賎
と
し
て
戸
籍
に
登
録
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
後
の
裁
判
で
は
勝
て
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
庚
寅
年
絡
に
お
け
る
良
賊
の
決
定
に
は、

国
に
よ
る
強
引
な
身
分
支
配

確
立
へ
の
動
き
と
、

労
働
力
を
多
く
持
ち
た
い
豪
族
に
よ
る
抵
抗
の
影
響
が
大
き
く

出
て
お
り
、
そ
の
結
果
に
不
満
を
抱
く
者
も
少
な
く
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

③
敗
訴
奴
紳
遣
の
逃
亡
先
で
の
立
場

さ
て
、
可
是
麻
呂
の
貢
践
に
つ
い
て
考

え
た
際
に
あ
げ
た
疑
問
点
の
う
ち
、
残
っ
た
の
は
、
敗
訴
奴
舛
が
逃
亡
先
で
良
と

し
て
編
貫
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
ま
た
、
良
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ

う
に
し
て
奴
舛
逮
が
良
と
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

敗
訴
奴
蝉
速
が
逃
亡
先
で
良
人
と
し
て
編
賞
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
前
項

で
述
べ
た
が
、
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
に
し
て
彼
ら
は
良
身
分
を
認
め
ら
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
節
で
述
べ
る
。

五

逃
亡
・
浮
浪
政
策

ど
う
す
れ
ば
、
逃
亡
奴
鱒
が
、
逃
げ
た
先
で
良
民
と
し
て
戸
に
付
け
ら
れ
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
際
に
参
考
に
し
た
い
の
は
、

逃
亡
・

浮
浪
政
策
で
あ
る
。
良
民
と
賎
民
で
は
逃
亡
に
対
す
る
処
置
も
違
っ
た
で
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あ
ろ
う
が
、
逃
亡
先
で
ど
の
程
度
厳
し
く
出
自
を
追
求
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
が
わ
か
れ
ば
、
逃
亡
奴
叫
の
逃
げ
道
も
見
つ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

逃
亡

・
浮
浪
に
関
す
る
制
度
の
概
要
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、

『日
本
書
紀
』
で
は
、
天
智
天
皇
九
年
（
六
七
O
）
二
月
条
に
「
二
月
、

造
三
戸
籍
一。

断
三
盗
賊
興
二
浮
浪
一。

」
、
持
統
天
皇
三
年
（
六
八
九
）
八
月
条
に

「閏
八
月
辛
亥
朔
庚
申
、
詔
二
諸
国
司
一日
、
今
冬
、

戸
籍
可
レ
造
。
宜
下
限
ニ
九
月
一
、

礼
申
捉
浮
浪
上
。
」

と
あ
り
、
こ
の
時
期
は
、
造
絡
の
前
に
浮
浪
速
が
探
し
捉
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
こ
で
、
造
籍
の
際
に
利
用
さ
れ
る
手
実
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

『令
義
解
』

戸
令
時
の
造
計
帳
条
に

「凡
造
一
一
計
帳
一、

（中
略）

責
－一所
部
手
実
一。」

「其
戸

籍
亦
貴
一
一手
実
乙
と
あ
る
よ
う
に
、
手
実
は
戸
籍
や
計
帳
を
造
る
際
に
作
ら
れ
る

帳
簿
で
あ
り
、
同
条
で

「古
記
云
。
手
実
。
龍
二
戸
主
所
レ
造
計
籍
一也
。」

と
説

明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
各
戸
主
に
手
笑
と
い
う
自
己
申
告
書
を
提
出

さ
せ
、
そ
の
内
容
を
も
と
に
計
帳
や
戸
籍
を
造
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
逃
亡
人

は
造
籍
ま
で
捕
ま
ら
ず
に
逃
げ
切
れ
ば
、
手
実
は
自
己
申
告
で
あ
る
か
ら
正
体
を

偽
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
逃
亡
先
で
新
た
な
戸
籍
に
付
け
ら
れ
る
こ
と
も
可
能

だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に、

戸
令
刊
の
戸
逃
走
条
で
は
、

次
の
よ
う
に
逃
走
政
策
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。

凡
戸
逃
走
者
。
令
二
五
保
追
訪
一

。
三
周
不
レ
獲
除
レ
籍
。
其
地
還
レ
公
。

未

レ
還
之
問
。
五
保
及
三
等
以
上
親
。
均
分
佃
食
。
租
調
代
諭
。
戸
内
口
逃
者
。

同
戸
代
輸
。
六
年
不
レ
獲
。
亦
除
レ
帳
。
地
進
二
上
法
一。

こ
の
条
に
よ
っ
て
、
戸
が
逃
走
し
て
三
年
間
捕
ま
え
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
は
帳

か
ら
除
き
、
土
地
は
公
に
返
す
こ
と
と
、
戸
口
が
逃
走
し
た
場
合
は
六
年
間
捕
ま

ら
な
か
っ
た
場
合
に
帳
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
戸
令

口
の
絶
貫
条
で
は
、
帳
か
ら
除
か
れ
て
無
貫
と
な
っ
た
逃
亡
人
た
ち
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

凡
浮
逃
絶
レ
賞
、
及
家
人
奴
鱒
、
被
レ
放
為
レ
良、

若
訴
レ
良
得
レ
免
者
、
並
於
二

所
在
一附
レ
賞
。
若
欲
レ
泣
二
本
属
一者
聴
。

無
貫
と
な
っ
た
浮
浪
・
逃
亡
人
や
良
民
と
な
っ
た
元
家
人
・

奴
鱒
は
所
在
地
を

本
貫
に
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
元
の
本
籍
地
に
帰
る
こ
と
を
望

ん
だ
者
は
、
帰
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
逃
亡
に
対
す
る
処
置
は
厳
し
く
な
く
、
逃
亡
先
で
新
た
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な
戸
に
付
け
ら
れ
て
生
活
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
な
か
っ
た
よ
う
に
見

え
る
。

し
か
し
、

や
は
り
基
本
的
に
は
本
貫
地
に
連
れ
戻
す
こ
と
を
原
則
に
し
た
規
則

で
あ
る
し
、
特
に
奴
鱒
に
閲
し
て
は
、
捕
亡
令
7
の
官
私
奴
鱒
条
・
捕
亡
令
8
の

捉
逃
亡
条
・
捕
亡
令
9
の
逃
亡
奴
線
条
な
ど
、
逃
亡
奴
鱒
を
捕
ま
え
た
者
へ
の
褒

貨
や
処
置
を
定
め
た
法
律
が
多
い
こ
と
か
ら
、
政
府
は
逃
亡
奴
鱒
を
本
籍
地
に
連

れ
戻
す
こ
と
に
力
を
入
れ
て
お
り
、
逃
げ
切
る
こ
と
自
体
が
簡
単
で
は
な
か
っ
た

様
子
が
わ
か
る
。
ま
た
、
戸
令
叩
の
戸
逃
走
条
に
示
さ
れ
た
、

三
周
六
年
法
と
呼

ば
れ
る
法
令
が
ど
の
程
度
実
行
さ
れ
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
八
世
紀
初
頭
ま
で
は
、
逃
亡
・
浮
浪
は
、

本
籍
地
に
連
れ
戻
す
こ
と

が
原
別
で
あ
る
が
、
何
年
も
捕
ま
え
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
本
籍
地
の
籍
か
ら



除
か
れ
、
所
在
地
で
戸
籍
に
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
籍

か
ら
除
か
れ
る
前
で
も
、
造
籍
の
際
に
上
手
く
立
ち
ま
わ
れ
ば
、
逃
亡
先
で
戸
籍

に
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
本
格
的
な
逃
亡
・
浮
浪
政
策
が
始
ま
る
の
は
、
和
銅
八
年
〈
霊
也
元

（七

一
五
）
〉

で
あ
る
。

『続
日
本
紀
』
同
年
五
月
条
、

『類
来
三
代
格
』
巻
十
七
・
弘

仁
二
年
八
月
十
一
日
太
政
官
符
に
よ
る
と
、
他
郷
に
浮
浪
し
て
課
役
を
逃
れ
よ
う

と
す
る
百
姓
が
多
い
の
で
、
そ
の
浮
浪
し
た
先
に
三
カ
月
以
上
居
る
者
は
、
そ
の

国
の
法
に
従
っ
て
翻
・
庸
を
納
め
さ
せ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。

そ
の
際
、
そ
の
者
た
ち
の
本
貫
の
国
・
郡
と
姓
名
を
記
録
し
て
上
進
す
る
よ
う

に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
鎌
田
氏
は
、
こ
れ
が
後
の
「
浮
浪
帳
」
に
類
す
る
も
の
で

あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
的
。

そ
の
後
、
養
老
五
年

（七
二
一
）

絡
に
よ
っ
て
、
捕
ま
っ
た
浮
浪
の
う
ち
、
本
貫

地
に
帰
る
こ
と
を
願
う
者
は
婦
ら
せ
て
、
無
貫
の
者
（
ま
た
は
本
貫
地
を
申
請
し
な
い

者
）
は
、
当
所
に
編
附
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
当
所
編
附
政
策
で
あ
る
。
し
か
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し
天
平
八
年

（七
三
六
）

、
当
所
編
附
を
や
め
て
、
別
に
名
簿
を
作
り
、
そ
の
土
地

で
謀
役
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
再
び
「
浮
浪
帳
」
政
策
へ
と
戻
る
。

宝
亀
十

一
年

（七
人
O
）
格
で
は
、
浮
浪
を
厳
し
く
調
べ
て
本
籍
地
へ
返
す
こ
と
を

促
す

一
方
で
、
他
国
か
ら
の
浮
浪
で
留
ま
り
た
い
と
願
う
者
は
当
所
に
編
附
す
る
こ

と
が
定
め
ら
れ
、
国
内
・
他
国
を
区
別
し
た
政
策
が
と
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
伊
勢
国
司
解
係
。

（中
略
）
但
詰
訣
之
徒
、
詐
冒
二
回
帰
属
一。
尋
勘
ニ
籍

ま
た
、

帳
一、
既
是
不
レ
合
。
難
レ
加
ニ
推
詰
一、
猶
称
ニ
土
民
一。

仰
紡
ニ
歴
名
一、
具
滅
ニ
別

巻
一
者
。
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
伊
勢
国
が
自
国
の
民
で
な
い
者
の
処
置
を
政
府

に
任
せ
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。
他
国
か
ら
の
浮
浪
に
関
し
て
、
国
司
は
そ
の
出

自
等
を
調
べ
る
術
を
持
た
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

最
終
的
に
は
延
暦
四
年

（七
八
五）

、
浮
浪
を
厳
し
く
捕
ま
え
て
本
籍
に
戻
す
こ

と
と
、
他
国
か
ら
の
浮
浪
な
ら
ば
天
平
八
年
絡
に
従
っ
て

（浮
浪
械
を
作
って）

口

分
回
を
与
え
て
税
を
納
め
さ
せ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
な
お
、
延
暦
四
年
絡
に

は

コ
戸
口
不
レ
滅
。
調
席
増
益
。
而
国
郡
司
顔
面
阿
縦
。
井
私
隠
没
為
ニ
己
利
一。

」

と
あ
り
、
各
国
郡
司
は
他
の
土
地
か
ら
の
浮
浪
に
よ

っ
て
自
国
の
戸
口
が
増
え
、

調
庸
が
増
え
る
こ
と
を
利
用
し
、
他
国
か
ら
の
浮
浪
を
黙
認
し
て
、
自
分
の
利
益

を
増
や
し
て
い
る
、
と
い

っ
た
様
子
が
窺
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
逃
亡
・
浮
浪
政
策
を
確
認
し
た
が
、
広
麻
自
訴
訟
に
お
け
る
敗

訴
奴
鱒
逮
が
逃
げ
た
の
は
、
和
銅
元
年
勘
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
七

O
八

年
頃
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
浮
浪
帳
も
細
か
い
規
定
も
ま
だ
無
い
、
比
較

的
管
理
が
ル
ー
ズ
な
時
期
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
籍
地
か
ら
除
籍
さ
れ
、

当
所
編
附
さ
れ
る
と
い
う
制
度
が
、

実
際
に
ど
の
程
度
実
行
さ
れ
て
い
た
か
は
わ

か
ら
な
い
が
、
新
た
な
造
籍
の
際
に
逃
亡
先
に
編
約
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は

確
か
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
問
題
な
の
は
、
奴
蝉
が
逃
亡
先
で
良
人
と
し
て
編
附
さ
れ
る
こ
と
が
可

能
な
の
か
と
い
う
こ
と
だ
が
、
逃
亡
人
の
出
自
は
自
己
申
告
で
、
国
司
が
他
国
出

身
の
者
の
出
自
を
詳
し
く
調
べ
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
し
、
国
司
は

戸
口
が
増
え
る
こ
と
を
歓
迎
し
、
浮
浪
を
黙
認
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
逃

亡
先
で
編
附
さ
れ
る
際
、
奴
蝉
で
あ
る
か
ど
う
か
の
確
認
等
は
あ
ま
り
き
れ
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
奴
縛
が
自
ら
を
良
民
と
偽
っ
て
も
、
逃
亡
先
の
国
司
は
そ
れ

-85ー



研究議文

を
積
極
的
に
追
及
も
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
逃
亡
に
さ
え
成
功
す
れ
ば
、
奴
鯨
が
逃
亡
先
で
良
民
と
し
て
暮
ら
し

て
い
く
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
大
宅
朝
臣
可
是
麻
自
の
貢
賎
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
、
次

の
よ
う
な
私
見
を
示
し
た
。

〈

1
〉
大
宅
朝
臣
広
麻
呂
・
可
是
麻
自
に
訴
え
ら
れ
て
敗
訴
し
た
奴
鱒
逮
は
、
も

と
も
と
は
私
的
な
契
約
の
下
で
大
宅
家
に
仕
え
て
い
る
良
人
だ
っ
た
が
、
庚
寅
年

籍
造
籍
の
際
に
賎
身
分
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
逃
亡
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

〈

2
〉
逃
亡
し
た
敗
訴
奴
縛
達
は
、
逃
亡
先
で
良
民
と
し
て
戸
に
付
け
ら
れ
て
暮

ら
し
て
い
た
。

〈

3
〉
可
是
麻
呂
は
、
笑
態
の
な
い
敗
訴
奴
蝉
達
を
東
大
寺
に
進
上
し
た
が
、
進

上
奴
鱒
を
記
し
た
文
書
に
は
不
備
が
多
く
、
書
き
直
し
を
要
求
さ
れ
た
。
書
き
直

し
た
結
果
、
死
亡
奴
燐
等
を
削
除
し
た
た
め
に
人
数
が
減
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
分

の
人
数
の
穴
埋
め
の
た
め
、
敗
訴
奴
鱒
の
親
族
を
新
た
に
差
し
替
え
て
進
上
し
た
。

そ
れ
ら
の
差
し
替
え
奴
鱒
は
敗
訴
奴
鱒
の
親
族
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
数
を
合

わ
せ
る
必
要
が
無
け
れ
ば
放
置
さ
れ
て
い
た
。
実
際
、
多
く
の
敗
訴
奴
斜
の
親
族

や
生
益
が
、
未
除
籍
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
。

〈

4
〉
東
大
寺
奴
鱒
は
比
較
的
厳
し
い
管
理
下
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
東
大
寺
は
大
量
の
逃
亡
奴
蝉
を
捕
ま
え
ら
れ
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
東

大
寺
奴
蝉
の
構
成
を
記
し
た
書
類
に
信
態
性
が
な
い
等
、
奴
蝉
管
理
の
甘
さ
・
限

界
が
窺
え
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
。

I 

庚
寅
年
絡
で
人
民
の
良
賎
を
定
め
た
際
に
、
良
賎
の
区
分
が
明
確
な
も
の

で
は
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
結
果
に
不
満
を
持
つ
者
が
存
在
し
、
訴
訟
を
起
こ
し

た
り
逃
亡
し
た
り
し
て
い
る
。

II 

逃
亡
先
で
は
、
元
が
奴
縛
で
あ
る
か
ど
う
か
を
厳
し
く
調
べ
ら
れ
る
こ
と

は
な
く
、
逃
亡
に
さ
え
成
功
す
れ
ば
、
良
民
と
し
て
戸
に
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
そ

れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

皿

敗
訴
奴
蝉
の
生
益
が
除
籍
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
放
置
さ
れ
て
い
た
り
と
、

逃
亡
奴
嫌
に
関
す
る
管
理
が
厳
密
で
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
律
令
良
賎
制
度
に
お
け
る
良
賎
区
分
の
暖
昧
さ
が
窺
え
る

F
0
 

0
0
 

と
同
時
に
、
奴
蝉
の
逃
亡
は
、
制
度
面
で
は
そ
れ
ほ
ど
厳
し
く
管
理
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
論
文
で
は
、
律
令
良
賎
制
度
の
実
態
、
な
か
で
も
八
世
紀
奴
鱒
の
存
在
形
態

を
探
る
べ
く
、
八
世
紀
の
東
大
寺
奴
鱒
文
書
を
一
元
に
、
主
に
大
宅
朝
臣
可
是
麻

E

の
貢
賎
に
ま
つ
わ
る
事
柄
に
関
し
て
、
考
察
を
進
め
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
東
大
寺
は
比
較
的
厳
密
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
奴
蝉
の
構
成
を
書
い
た
哲
類
の
信
組
性
が
低
か
っ
た
り
、
大
量
の

逃
亡
奴
鱒
を
捕
ま
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
り
と
い

っ
た
、
奴
蝉
の
管
理
の
限
界
が

窺
え
た
。
ま
た
、

一
般
論
と
し
て
も
、
国
司
の
他
国
か
ら
の
逃
亡
奴
鱒
に
対
す
る

管
理
の
限
界
や
、
造
籍
の
際
に
良
賎
区
分
が
変
わ
り
得
る
と
い
う
陵
昧
な
良
賎
区

分
が
見
え
た
。



も
ち
ろ
ん
、
逃
亡
が
簡
単
な
こ
と
だ

っ
た
と
は
思
わ
な
い
。
ま
た
、
逃
亡
に
成
功

し
た
と
し
て
も
、
身
分
の
世
襲
が
定
め
ら
れ
て
い
る
限
り
、
完
全
に
良
民
に
な
る
こ

と
は
で
き
ず
、
い
つ
で
も
引
き
戻
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
、
制
度
面
だ
け

で
言
う
と
、
逃
亡
奴
縛
に
関
す
る
管
理
は
そ
れ
ほ
ど
厳
密
で
も
な
く
、
奴
鱒
が
逃

亡
先
で
良
民
と
し
て
生
活
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
う
い
っ
た
良
賎
の
区
分
が
暖
昧
な
状
態
を
考
え
る
と
、
奴
鱒
に
対
す

る
精
神
的
な
区
別
意
識
、
す
な
わ
ち
差
別
意
融
・
卑
賎
意
識
の
類
の
感
情
も
あ
ま

り
強
く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

奴
鱒
は
金
銭
で
売
買
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
し
、
重
労
働
や
自
由
の
無
さ
か
ら
逃

亡
を
企
む
奴
抽
鮮
が
数
多
く
存
在
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
奴

縛
を
使
役
し
て
い
る
良
民
は
、
あ
く
ま
で
労
働
力
と
し
て
奴
稗
を
使
っ
て
い
る
だ

け
で
あ
り
、
奴
熔
そ
の
も
の
に
強
い
差
別
意
識
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
さ
そ

う
で
あ
る
。

そ
の
証
拠
に
、
人
々
は
良
践
が
入
れ
替
わ
る
こ
と
に
そ
れ
ほ
ど
神
経
質
に
な
ら

ず
、
元
奴
縛
が
良
民
と
し
て
生
活
し
て
い
て
も
そ
れ
ほ
ど
気
に
し
な
い
。
ま
た
、

律令良践例下の奴純の存在形態〔小倉〕

良
賎
間
の
子
供
も
生
ま
れ
続
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
あ
く
ま
で
身
分
と
し
て
の
区

別
で
あ
り
、
意
識
に
お
け
る
区
別
と
い
う
の
は
そ
れ
ほ
ど
強
く
な
か

っ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
奴
鮮
と
い
う
身
分
に
求
め
ら
れ
る
の
は
労
働
力
の
み
で
あ
る
。
奴
州
畔

逃
亡
先
で
良
民
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
も
国
司
は
謀
口
が
増
え
れ
ば
良
い
か

ら
で
あ
り
、
庚
寅
年
籍
が
造
ら
れ
た
際
に
良
股
が
唆
味
に
な
っ
た
の
も
、
労
働
力

を
求
め
る
様
々
な
立
場
が
衝
突
し
た
た
め
で
あ
る
。
逃
亡
奴
縛
の
存
在
が
良
賎
制

度
を
廃
止
に
追
い
込
ん
だ
と
い
う
側
面
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
、
そ
れ
だ
け

労
働
力
が
求
め
ら
れ
た
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
課
口
の
増
加
を
願
う
政
府
は
や
が
て

奴
鉾
の
増
加
を
防
ぎ
だ
し
、
最
終
的
に
奴
糾
の
廃
止
に
繋
が

っ
て
い

っ
た
の
で
あ

ろ、っ
。

【註
】

（1
）
林
野
消

一「
奴
蝉
の
逃
走
と
良
股
制
の
崩
壊
」

（
『律
令
国
家
と
賎
民
』
古
川
弘
文

館、

一
九
八
六
年
二
月
）
、
吉
田
品

「律
令
的
奴
抑
制
の
矛
盾
と
そ
の
展
開
」

（『
日

本
古
代
社
会
構
成
史
論
』
塙
お
房
、

一
九
六
八
年
六
月
）
等
の
論
文
に
お
い
て
、
神

野
氏
と
吉
田
氏
は
、
逃
亡
奴
蝉
に
注
目
し
、
奴
緋
自
身
の
抵
抗
に
よ
っ
て
、
律
令
良

時
間
制
は
解
体
に
向
か
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

（2
）

『大
日
本
古
文
容
』
家
わ
け
第
十
八
束
大
寺
文
書
東
南
院
文
嘗
之
三

天
平
十
八
年
七
月
十

一
日

「近
江
国
司
解
」
（
九
六
l
九
七
頁
）

天
平
勝
宝
二
年
一
月
八
日

「但
馬
国
司
解
」

（六
二
｜
六
三
頁）

天
平
勝
宝
二
年
四
月
二
十
二
日

「美
波
図
司
解
案
」

（九
九
｜
一
O
一
頁
）

（3
）
平
田
秋
二
「良
賎
訴
訟
と
戸
籍
」
（
『
日
本
古
代
絡
帳
制
度
論
』
古
川
弘
文
館
、

一

九
八
六
年
四
月
）

神
野
消

一
「
「放
賎
従
良
」
と
奴
鱒
の
従
良
要
求
訴
訟」

（
『日
本
古
代
奴
蝉
の
研

究
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

一
九
九
三
年
十
二
月）

山
尾
幸
久

「庚
寅
年
籍
と
出
品
賎
の
区
分
｜
茨
回
久
比
麻
呂
の
解
文
の
検
討
l
」

（
『立
命
館
文
学
」
五
三
七
号
、

一
九
九
四
年
十
二
月
）

（4
）
右
京
へ
転
居
し
た
奴
縛
が
い
た
た
め
、
最
終
的
な
除
籍
作
業
は
右
京
も
含
め
た
一二
国

で
な
さ
れ
た
。
平
田
秋
二
注

（3
）
愉

（5
）
武
田
祐
吉
「
大
宅
朝
臣
可
是
麻
呂
の
貢
践
に
つ
い
て」

四
、
角
川
設
店
、

一
九
七
三
年
）

（6
）
平
田
秋
二
注
（
3
）
論
文

（7
）
平
田
歌
二
注

（3
）
論
文

（
「国
学
院
雑
誌
』
二
九・
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（8
）
神
野
清

一
注
（
3
）
論
文
、
山
尾
幸
久
注
（
3
）
論
文

（9
）

「
天
平
十

一
年
勘
」
は
、
「
天
平
十
二
年
勘
」
の
誤
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
逃

籍
が
行
わ
れ
た
の
は
天
平
十
二
年
で
あ
る
。
岸
俊
男
「
古
代
村
落
と
郷
里
制
」

（
『
日

本
古
代
絡
帳
の
研
究
」
塙
書
房
、
一
九
七
三
年
五
月
）

（
m）
原
秀
三
郎
「
大
化
改
新
論
批
判
序
説
」

（
『日
本
古
代
国
家
史
研
究
』
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
八
O
年）

（日
）
神
野
清

一
注
（
3
）
論
文

（
ロ
）
鎌
田
元
一
「
律
令
国
家
の
浮
浪
対
策
」
（

『律
令
公
民
制
の
研
究
』
塙
舎
房
、
二

O

O
一
年
三
月）

（日
）
『
類
来
三
代
格
」
天
平
八
年
二
月
二
十
五
日
勅

（U
H
）
『
類
来
三
代
格
』
天
平
八
年
二
月
二
十
五
日
勅

（お
）
『
類取県
三
代
格
』
宝
亀
十

一
年
十
月
二
十
六
日
太
政
官
符
、

一
年
十
月
粂

『類
衆
三
代
格
』
延
府
四
年
六
月
二
十
四
日
太
政
官
符

o
o
 

nδ 

『
続
日
本
紀
』
宝
色
十

（日
）

｛付
記
】

本
論
文
は
、
二

O
一一

年

一
月
に
提
出
し
た
卒
業
論
文
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
と

く
に
第
二
章
第
三
節
を
中
心
に
、
栄
原
先
生
か
ら
多
く
の
先
行
論
文
に
つ
い
て
ご
指
摘
を

い
た
だ
い
た
が
、
十
分
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
、
各
位
に
お
わ
び
し

た
い
。


